
明
代
泉
州
回
族
雑
考

寺

田

隆

信

(
1〉

中
園
に
は
現
在
、
五
十
幾
つ
か
の
少
数
民
族
が
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
回
族
は
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
彼
ら
は
比
較
的
人
口
が
多
く
、
他
の
少

数
民
族
が
特
定
の
地
域
一に
集
中
し
て
住
む
の
に
鈎
し
、
中
園
本
土
の
各
地
に
贋
く
分
散
し
て
、
漢
族
と
ま
じ
り
あ
っ
て
生
活
し
て
い
る
。
、北
京
・

て
い
る
の
を
、
筆
者
は
寅
見
し
て
い
る
。

回
族
と
い
う
名
稽
は
「
回
回
」
に
由
来
す
る
。
す
な
わ
ち
、
田
坂
輿
道
氏
に
よ
れ
ば
、
回
固
と
い
う
文
字
は
唐
代
の
回
紘
・
田
鶴
に
護
し、

遼
代
末
期
に
は
じ
め
て
文
献
に
あ
ら
わ
れ
る
が
、
最
初
は
全
く
宗
激
的
意
味
を
も
た
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
時
代
の
経
過
に
と
も
な
っ
て
、
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天
津
・
太
原
・
西
安
・
開
封
・
南
京
・
泉
州
・
昆
明
な
ど
の
都
市
に
は
回
族
の
居
住
匿
が
あ
り
、
天
津
市
の
南
方
に
回
族
自
治
麻
が
設
け
ら
れ

そ
の
指
す
地
域
|
葱
嶺
の
西
方
お
よ
び
東
方
の
地
域
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
多
か
っ
た
関
係
か
ら
、
文
字
の
起
源
と
は
全
く
無
関
係
に
、
イ
ス
ラ

ム
数
徒
を
い
う
用
語
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
奉
ず
る
宗
教
を
回
回
数
あ
る
い
は
回
数
と
稽
す
る
に
い
た
り
、
つ
い
で
、
回
数
を
信
仰
す

〈

2
〉

る
人
々
を
回
族
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
回
族
と
は
イ
ス
ラ
ム
数
徒
の
こ
と
で
あ
り
、
巌
密
な
意
味
で
の
民
族
的
呼
稽

で
は
な
い
。
現
在
、
中
園
本
土
に
居
住
す
る
回
族
は
、
漢
語
を
話
し
、
一漢
風
の
姓
名
を
も
ち
、
漢
族
と
の
聞
に
身
瞳
的
相
遣
を
ほ
と
ん
ど
も
た

な
い
の
で
あ
る
。

619 

と
こ
ろ
で
、

回
数
の
中
園
へ
の
俸
来
は
唐
代
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
唐
代
の
回
数
は
外
来
寄
寓
の
回
数
徒
、

つ
ま
り
西
方
か
ら
来
往
し
た
人
々
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を
は
な
れ
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
宋
代
で
も
事
情
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期、

漢
族
の
聞
に
も
多
少
の
改
宗
者
が
で
は
じ
め
た

モ
ン
ゴ

ル
の
西
征
を
契
機
と
し
て
、
回
数
徒
の
勢
力
は
飛
躍
的
な
護
展
を
と
げ
、
甘
粛

・
快
西
・

雲
南
か
ら

一帽
建
・
漸
江
、
さ
ら
に
大
都
を
中
心
と
す
る
直
隷
地
方
へ
と
嫌
が
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
、
明
代
と
く
に
中
期
以
降
は
、
中
園
的
回
数

あ
る
い
は
中
園
的
回
数
徒
祉
舎
が
形
成
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
に
あ
た
り
、
中
園
回
数
史
上
、
最
も
重
要
な
時
期
と
な
る
。
嘗
時
、
回
数
は
停
来

模
様
で
あ
る
。
元
代
に
な
る
と
、

以
来
、
す
で
に
年
久
し
く
、

幾
多
の
中
園
的
要
素
を
吸
牧
し
て
お
り
、

ま
た
、
元
朝
滅
亡
後
、
西
ア
ジ
ア
と
の
接
燭
も
ほ
と
ん
ど
な
く
な

っ
て

い
た
か
ら
、
本
来
の
イ
ス
ラ
ム
数
と
は
非
常
に
異
な
っ
た
、
極
め
て
中
園
的
色
彩
の
濃
い
宗
教
へ
と
饗
貌
し
、
土
着
化
し
て
、
中
園
祉
曾
の
な

か
に
不
動
の
、
濁
自
の
祉
舎
を
形
成
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
黙
に
つ
い
て
、
内
外
の
研
究
者
の
見
解
は
大
瞳
に
お
い
て

一
致
し

(
3〉

て
い
る
。

本
稿
は
、
右
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
明
代
の
、

し
か
も
、
宋
元
時
代
以
来
、
海
外
貿
易
の
最
大
の
援
貼
で
あ
り
、
多
数
の
色
目
人
ー
そ
の
大
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部
分
は
イ
ス
ラ
ム
数
徒
で
あ
っ
た
ー
が
居
留
し
て
い
た
泉
州
の
、
回
族
と
そ
の
生
活
を
考
察
の
封
象
と
す
る
が
、

主
た
る
資
料
は
、

泉
州
市
泉

州
歴
史
研
究
舎
の
編
す
る
『
泉
州
回
族
譜
牒
資
料
選
編
』
(
一
九
八
O
年
八
月
刊
)
か
ら
え
て
い
る
。
筆
者
は
は
じ
め
、
こ
の
書
物
を
南
聞
大
皐

の
ち
に
体
衣
凌
先
生
に
お
願
い
し
、

一
本
を
頂
戴
し
て
持
ち
蹄
え
っ
た
。
ま
ず
、

こ
の
こ
と
を
記
し
て
、
停
先
生

の
国
書
館
で
見
附
け
た
が
、

に
感
謝
の
意
を
表
わ
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

『
資
料
選
編
』
は
縦
二
六
セ
ン
チ
・
横
一

五
セ
ン
チ
の
油
印
本
で
、
前
言

・
目
録
・
本
文
を
含
め
て
一

O
五
葉
、
「
泉
州
文
献
叢
刊
第
三
種
」

と
し
て
刊
行
さ
れ
た
が
、
睦
裁
か
ら
み
て
、
市
販
は
さ
れ
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
題
名
か
ら
知
ら
れ
る
と
お
り
、
泉
州
地
方
で
蒐
集
さ
れ
た

回
族
の
族
譜
か
ら
、
回
族
研
究
に
直
接
関
係
を
も
っ
と
認
め
ら
れ
る
資
料
を
選
揮
整
理
し
た
書
物
で
あ
る
が
、
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い

る
の

は

「
陳
江
丁
氏
族
譜
」
、
「
築
山
李
氏
族
譜
」
、
「
清
源
金
氏
族
譜
」
、
「
燕
支
蘇
氏
族
譜
」
の
四
種
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
文
九
九
葉
の
う
ち
、

七
五
葉

は

「陳
江
丁
氏
族
譜
」
の
記
事
が
占
め
て
い
る
。
資
料
集
と
し
て
の
制
約
が
あ
り
、

各
族
譜
の
編
纂
年
代
や
経
過
を
解
説
し
て
い
な
い
な
ど
、

(
4〉

不
備
な
勲
も
自
に
つ
か
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
従
来
ほ
と
ん
ど
研
究
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
回
族
の
族
譜
を
扱

っ
て
お
り
、
珍
ら
し
い
資
料
集



と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

前
述
の
と
お
り
、
『
資
料
選
編
』
が
主
と
し
て
「
陳
江
丁
氏
族
譜
」
の
記
事
を
牧
め
て
い
る
の
で
、

丁
氏
を
中
心
に
考
察
を
す
す
め
る
こ
と

に
し
た
い
。
以
下
に
み
る
よ
う
に
、

丁
氏
は
泉
州
回
族
の
代
表
的
存
在
で
も
あ
る
。

泉
州
市
の
南
約
一

0
キ
ロ
の
海
岸
に
、
度
門
へ
の
公
路
に
沿
っ
て
、
陳
江
ま
た
は
陳
壊
と
よ
ば
れ
る
一
郷
が
あ
る
。
現
地
で
聞
い
た
博
請
に

(
5〉

よ
る
と
、
こ
の
地
は
も
と
海
で
あ
っ
た
が
、
五
代
の
噴
、
節
度
使
の
陳
洪
準
が
海
壊
を
築
い
て
干
拓
事
業
を
行
っ
て
か
ら
、
人
々
が
住
み
つ
く

よ
う
に
な
り
、
陳
江
あ
る
い
は
陳
壊
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
陳
壌
は
全
長
一

0
キ
ロ
に
わ
た
り
、
嘗
時
築
か
れ
た
も
の
の
な
か

で
最
長
の
海
様
で
あ
っ
た
。
問
書
巻
八
・
方
域
志
・
泉
州
府
の
僚
に
、

陳
壊
は
陳
洪
進
の
築
く
と
こ
ろ
、
吟
噺
浦
東
南
流
お
よ
び
羅
裳
東
北
諸
澗
を
受
け
、
西
南
に
至
り
、
分
か
れ
て
衆
港
と
魚
り
、
二
斗
門
よ

(
6〉

り
以
っ
て
海
に
入
る
。
郷
を
陳
域
と
い
う
。
郷
上
の
裕
之
亭
は
、
百
鮮
の
褒
る
と
こ
ろ
、
溝
東
の
人
丁
、
溝
西
の
人
林
、
皆
衣
冠
の
族
な
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り
。
居
人
は
井
無
け
れ
ば
海
水
を
以
っ
て
食
を
魚
す
。

と
あ
り
、
地
元
の
い
い
っ
た
え
と
符
合
し
て
い
る
。
さ
ら
に
右
文
は
、
そ
の
書
か
れ
た
高
暦
年
聞
に
、
こ
の
地
の
住
民
の
う
ち
、
丁
氏
と
林
氏

が
士
大
夫
の
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
丁
氏
こ
そ
が
、
以
下
に
お
い
て
取
り
扱
お
う
と
す
る
、
陳
江
の
丁

(
7〉

氏
で
あ
る
。
現
在
-、
壊
内
は
肥
沃
な
農
地
と
な
っ
て
い
る
が
、
泉
州
海
外
交
通
史
博
物
館
調
査
組
の
報
告
に
よ
る
と
、
そ
の
現
肢
が
つ
ぎ
の
よ

う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
陳
検
郷
は
二
ニ
の
自
然
村
か
ら
な
り
、
人
口
は
九
千
絵
人
、
高
丁
と
稽
し
て
い
る
と
お
り
、
す
べ
て
丁
姓
で
あ
る
。
二
千
齢
人
が
海
外
に

移
住
し
て
い
る
の
を
除
き
、
の
こ
っ
た
者
の
大
部
分
は
漁
業
に
従
事
し
、
毎
年
各
地
に
販
運
さ
れ
る
海
産
物
は
数
十
蔦
坦
に
た

つ
す
る
。
郷
の

(

8

)
 

中
央
に
は
丁
氏
の
澗
堂
が
あ
り
、
建
物
は
大
き
く
、
そ
の
様
式
は
非
常
に
風
饗
り
で
あ
る
。
ま
ん
な
か
に
白
花
山
岡
岩
で
卒
蓋
が
築
か
れ
、
そ
の

621 
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上
に
澗
堂
の
正
堂
が
建
っ
て
い
る
。
卒
蓋
下
の
周
園
は
す
べ
て
回
廊
で
園
ま
れ
、
廊
下
は
全
部
つ
な
が
っ
て
い
て
、
「
回
」
字
形
を
な
し

て
い

る
。
卒
蓋
上
の
正
堂
は
廊
下
よ
り
約
八

0
セ
ン
チ
た
か
く
、
中
・
左
・
右
の
三
門
に
よ

っ
て
、
周
囲
の
回
廊
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
回
廊
部
分

に
も
前
後
左
右
の
小
門
が
あ
り
、
出
入
口
と
な
っ
て
い
る
。
澗
堂
は
正
面
が
二
一
メ
ー
ト
ル
、
奥
ゆ
き
が
三
六
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
正
門
に
は
淳

山
の
彫
刻
が
ほ
ど
こ
さ
れ
、
金
箔
が
は
ら
れ
て
、
頗
る
華
麗
壮
観
で
あ
る
。
澗
堂
左
端
の
廊
下
に
二
つ
の
柱
礎
が
の
こ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
様

式
は
泉
州
の
清
浄
寺
に
存
す
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
が
、
や
や
小
さ
い
。
」

報
告
は
右
に
つ
づ
け
て
、
陳
嫌
に
最
初
に
定
住
し
た
の
は
陳
氏
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
が
、
陳
氏
の
子
孫
は
少
く
な
り
、
そ
の
澗
堂
も
の

こ
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
久
し
い
以
前
か
ら
祭
把
を
行
う
人
が
な
く
な
っ
て
い
る
と
記
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
現
在
、
陳
壊
の
住
民
の
大

多
数
は
丁
氏
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
先
住
の
陳
氏
、
明
代
に
は
丁
氏
と
劉
抗
し
て
い
た
林
氏
の
勢
力
は
す
で
に
衰
え
、
丁
氏
が
彼
ら
を
藍
倒

し
て
今
日
に
い
た

っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
泉
州
の
回
族
と
し
て
は
、
金
・

丁
・

夏

・
馬

・
葛
の
五
姓
が
有
名
で
あ
る
と
、

『資
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料
選
編
』
の
前
言
に
は
い
う
が
、
な
か
で
も
、
陳
壊
丁
氏
は
現
に
、
嘗
地
最
大
の

E
族
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
9
)
 

さ
て
、
「
丁
氏
族
譜
」
に
よ
れ
ば
、
丁
氏
は
南
宋
末
乃
至
元
初
の
頃
、
蘇
州
か
ら
泉
州
に
移
っ
て
来
た
と
い
う。

そ
の
世
系
園
を
つ
く
る
と
、

つ
ぎ
の
如
く
と
な
る
。

丁
氏
の
始
組
は
、

節
資
公
、
詩
謹
、
字
幅
隣
国
仙
(
南
宋
淳
祐
二
年
八
月
一
五
日
l
元
大
徳
二
年
七
月
二
五
日
〉
で
あ
る
。
彼
の
時
代
に
、

丁
氏
は
蘇



州
か
ら
泉
州
に
移
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

は
じ
め
丁
氏
は
代
々
洛
陽
に
住
ん
で
い
た
が
、

丁
維
清
な
る
者
が
蘇
州
太
守
と
な
っ
て
蘇
州
に
移
り、

つ
い
で
丁
謹
が
蘇
州
か
ら
泉
州
に
か
け
て
、
詩
人
と
し
て
活
動
す
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
泉
州
に
住
居
を
構
え
る
に
い
た

っ
た
と
記
る
さ
れ

て
い
る
。
丁
謹
は
陳
氏
を
妻
り
、

一
子
を
も
う
け
た
。
丁
嗣
で
あ
る
。

二
世
祖
述
庵
公
、
誇
嗣
、
字
祈
宗
(
南
宋
威
淳
九
年
九
月
一
一
一
一日
l
元
大
徳
九
年
四
月

一
四
日
〉

は
、
陳
氏
を
委
り
、
丁
要
を
生
ん
だ
。

三
世
租
碩
徳
公
、
語
菱
、
字
大
白
木
〈
元
大
徳
二
年
二
月
一
日
l
明
洪
武
一
二
年
六
月
一
日
〉
は
、
蘇
氏
を
婆
り
、
四
子
を
も
う
け
た
。
長
子
誇
泰
は

若
く
し
て
病
浸
し
た
。
三
子
誇
賃
、
字
彦
忠
、
競
撲
驚
(
元
至
正
七
年
正
月
二
日
i
明
洪
武
一
九
年
六
月
三
日
)
は
蘇
氏
を
要
っ
た
が
、
子
が
な
か
っ

(ω〉

た
。
四
子
誇
朗
、
字
彦
明
は
妾
腹
の
出
で
、
陳
氏
を
要
り
、
一

子
語
順
、
字
世
和
を
も
う
け
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
長
子
は
夫
折
し、

三
子
に

も
子
が
な
か
っ
た
か
ら
、
丁
氏
の
正
統
の
家
系
は
、
結
果
的
に
衣
子
に
よ
っ
て
縫
承
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

四
世
祖
仁
庵
府
君
、
韓
善
、
字
彦
仁
(
元
至
正
三
年
二
月
七
日
i
明
永
繁
一
八
年
正
月
二
日
)
、
彼
の
時
代
に
、
丁
氏
は
泉
州
城
内
か
ら
南
方
約
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一
0
キ
ロ
'の
陳
江
へ
移
住
す
る
。

つ
ま
り
、
彼
は
陳
江
丁
氏
の
初
代
と
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
「
族
牒
」
に
は
、
そ
の
功
績
を
た
た
え
て
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。

業
を
城
南
の
陳
江
に
植
て
、
因
り
て
こ
こ
に
遷
居
す
。
業
は
日
に
以
っ
て
拓
け
、
族
は
日
に
以
っ
て
大
な
り
。
子
孫
、
今
に
至
る
ま
で
贋

く
其
揮
俸
を
被
り
、
牒
々
と
し
て
替
る
無
し
。
是
れ
誠
に
光
前
魯
後
の
列
組
な
り
。
堂
に
遺
像
有
り
、
士
夫
宿
儒
、
其
賛
を
題
す
。

丁
善
の
夫
人
証
氏
、
語
細
娘
、
字
闇
秀
、
誼
淑
蕗
は
泉
州
永
春
鯨
の
右
族
の
出
で
あ
り
、
宋
の
永
春
闘
園
男
少
師
公
荘
夏
(
宋
史
巻
三
五
九
〉

(
U〉

の
六
世
の
孫
に
あ
た
る
。
父
は
問
、
兄
粂
才
は
洪
武
三

O
年
の
準
士
で
、
湖
底
左
参
議
を
つ
と
め
た
。
粂
才
の
子
、
つ
ま
り
彼
女
の
甥
に
あ
た

(

ロ

)

る
敏
も
正
統
一

O
年
の
準
土
で
、
吏
科
給
事
中
、
雷
州
知
府
を
歴
任
じ
も
家
は
荘
府
と
稿
せ
ら
れ
た
。
回
数
徒
は
異
教
徒
と
の
逼
婚
を
禁
じ
ら

れ
て
い
る
か
ら
、
在
氏
も
回
族
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
丁
善
に
嫁
し
た
の
ち
、
陳
江
へ
移
っ
た
が
、
彼
女
の
停
で
あ
る
「
二
荘
帝
人
惇
」
に

よ
る
と
、
そ
の
聞
の
事
情
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
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公
(
丁
普
〉
に
語
り
て
日
く
、
丈
夫
は
嘗
に
一
方
に
自
営
し
、
地
力
の
出
す
と
こ
ろ
を
括
し
、
以
っ
て
賞
産
を
長
じ
貢
税
に
充
つ
ベ
し
。
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即
え
進
ん
で
古
人
の
漫
飼
を
総
助
す
る
に
放
う
能
わ
ず
、
退
き
て
ま
た
素
封
と
帰
る
能
わ
ざ
る
も
、

安
ん
ぞ
能
く
市
塵
に
向
い
買
竪
と
混

わ
り
、
規
々
と
し
て
徴
息
を
逐
わ
ん
耶
。
迭
に
男
氏
に
従
い
陳
江
に
徒
卜
し
、
開
基
拓
野
し
、

築
放
し
て
以

っ
て
海
田
を
拝
ぐ。

而
し
て

帯
化
し
て
肥
と
箆
り
、
履
畝
し
て
以
っ
て
蕩
産
を
徴
し
、
什
に
其
八
を
受
け
、

家
用
金
ま
す
舗
な
り
。

相
首
の
賢
夫
人
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
彼
女
の
提
言
に
よ
っ
て
、

丁
氏
は
一商業
を
や
め
、
陳
江
に
移
る
こ
と
に
な

っ
た
事
情
が
う
か
が
え
よ
う
。

そ
し
て
、
三
子
を
生
ん
だ
。
長
子
は
誰
嬬
保
、
{
子
世
隆
、
次
子
は
誇
観
保
、
{
子
世
字
、
競
誠
務
、
三
子
は
誇
一帽
保
、

字
世
一章
で
あ
り
、
父
の
遺

産
を
三
分
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一

家
を
た
て
た
。

(
日
)

長
子
婿
保
の
家
系
は
、
そ
の
子
(
詳
不
明
〉
を
へ
て
、
孫
の
丁
徳
、
そ
の
子
丁
惇
へ
と
つ
づ
い
た
。
丁
徳
、
字
崇
新
、
境
少
逸
、
若
く
し
て

生
員
と
な
っ
た
が
、
家
郷
を
離
れ
る
こ
と
な
く
、
八
七
年
の
生
涯
を
終
え
た
。
丁
惇
、
競
後
吾
、
幼
時
か
ら
皐
聞
に
駒
ん
だ
が
、

家
政
を
綜
理

し
、
郷
議
の
指
導
者
と
し
て
、
九

O
歳
の
長
需
を
全
う
し
た
。
そ
の
子
に
丁
自
申
が
あ
る
。

(
凶
)

丁
自
申
、
字
朋
獄
、
競
塊
公
、

嘉
靖
二
八
年
の
事
人
、
同
二
九
年
の
準
土
で
、
南
京
工
部
主
事
か
ら
郎
中
、
つ
い
で
順
慶
、
梧
州
の
知
府
を

(
日
)

つ
と
め
た
が
、
晩
年
は
郷
里
に
蹄
り
、
讃
書
と
著
述
の
生
活
を
お
く
り
、
「
三
陵
集
」
を
著
わ
し
て
い
る
。

そ
の
功
に
よ
り
、
父
惇
は
南
京
工

。。
戸

h
u

部
主
事
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
数
人
い
た
ら
し
い
子
の
う
ち
、
日
近
と
日
造
の
名
が
知
ら
れ
て
い
る
。

(
日
〉

丁
目
近
、
字
光
元
、
蹴
午
亭
、
自
申
の
第
三
子
で
あ
る
が
、
監
生
か
ら
出
身
し
、

高
暦
一

七
年
に
進
士
と
な
り
、
郡
城
知
勝
、

南
京
戸
部
江

西
司
主
事
を
つ
と
め
た
。
そ
の
兄
か
弟
に
日
造
、
競
省
擁
が
あ
り
、
生
員
で
お
わ

っ
た
ら
し
い
が
、
子
の
啓
溶
は
進
士
と
な
っ
た
。

(
げ
)

丁
啓
溶
、
字
享
文
、
競
哲
初
、
の
ち
彦
初
と
競
し
た
。

高
暦
一
六
年
の
奉
人
、
同
二

O
年
の
準
士、

賓
慶
府
の
知
府
、
つ
い
で
杭
州
府
の
推

官
か
ら
、
戸
部
主
事
、
吏
部
文
蓮
司
主
事
、
考
功
員
外
郎
、
文
蓮
司
郎
中
、
南
京
太
僕
寺
少
卿
を
つ
と
め
、

崇
頑
年
聞
に
は
太
僕
寺
卿
か
ら
刑

部
右
侍
郎
に
昇
進
し
た
が
、
温
位
仁
と
樹
立
し
、
そ
の
入
相
を
機
に
蹄
郷
し
た
。

卒
す
る
に
及
ん
で
刑
部
向
書
を
贈
ら
れ
、

祭
把
を
賜
わ
る
と

と
も
に
、

父
日
造
は
長
沙
府
推
官
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
彼
は
ま
た
、
丁
起
溶
の
名
で
列
朝
詩
集

〈銭鵠刷
会
撰
〉
に
作
品
を
牧
録
さ
れ
る
詩
人
で
あ
っ

た
。
啓
溶
の
第
五
子
丁
続
、
字
幼
薦
、
競
廟
初
は
一
七
歳
で
生
員
と
な

っ
た
が
、
二
三
歳
で
病
死
し
た
。
そ
の
他
の
二
子
も
父
の
功
に
よ
り
、



丁
織
は
都
察
院
照
磨
を
、

丁
築
は
監
生
を
輿
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
丁
棋
の
子
丁
偉
、
字
思
晦
、
続
碩
泉
も
生
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て

い
る
。こ

の
よ
う
に
、
婿
保
の
家
系
は
、
丁
徳
が
は
じ
め
て
生
員
と
な
り
、
そ
の
孫
丁
自
申
が
準
土
と
な
っ
て
以
来
、

三
代
に
わ
た
っ
て
準
土
を
だ

し
た
。
「
族
譜
」
に
引
く
「
東
崖
雑
記
」
に
よ
る
と
、
明
一
代
を
つ
う
じ
て
、
三
代
の
準
土
を
生
ん
だ
の
は
、
泉
州
府
下
で
は
停
・
越
!・
丁
の
三

姓
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
丁
姓
と
は
、
婿
保
の
家
系
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
射
し
て
、
次
子
観
保
の
家
系
は
、
そ
の
第
四
子
丁
敏
(
毅
驚
公
〉
か
ら
、
子
の
願
隠
府
君
(
誇
不
明
〉
を
へ
て
丁
儀
V

い
っ
た
え
ら
れ
た。

(

時

〉

丁
儀
、
字
文
範
、
陳
江
の
治
漢
に
居
を
構
え
た
と
こ
ろ
か
ら
扮
漢
先
生
と
よ
ば
れ
る
。
門
生
史
子
光
の
書
い
た
「
治
渓
公
行
朕
」
に
よ
れ
ば
、

弘
治
一
四
年
の
師
事
人
、
同
一
八
年
の
準
土
で
、
四
川
按
察
司
余
事
な
ど
を
つ
と
め
、
四
九
歳
で
官
に
浸
し
た
と
あ
る
。
彼
の
兄
弟
広
仲
芳
と
文

の
ち
に
鯛
れ
る
と
お
り
、
仲
芳
は
墓
地
紛
争
に
丁
氏
の
代
表
格
で
登
場
す
る
が
、
彼
ら
の
経
歴
は
不
明

叔
と
よ
ば
れ
る
人
物
が
い
た
ら
し
く
、

で
あ
る
。
丁
儀
の
子
に
南
津
府
君
(
誇
不
明
〉
が
あ
り
、
そ
の
子
が
丁
桁
夏
で
あ
る
。

~ 59一

丁
桁
夏
に
つ
い
て
は
、
聞
書
巻
七
方
域
志
・
泉
州
府
膏
江
蘇
・
清
源
山
の
僚
に
、

「
皇
朝
高
暦
の
問
、
邑
人
丁
街
夏
な
る
者
、
北
山
下
に
腫

れ
、
常
に
考
古
を
以
っ
て
業
と
震
す
」
と
あ
る
。
ま
た
、
乾
隆
膏
江
鯨
志
巻
二
ニ
人
物
志

・
謄
r

逸
の
僚
に
も
、
「
丁
桁
夏
は
高
暦
聞
の
人
、
始

め
城
の
西
隅
に
居
り
、
己
に
し
て
北
に
遷
る
。
其
の
居
る
と
こ
ろ
を
名
づ
け
て
泰
清
臆
君
雲
底
と
日
う
。
晩
に
盆
ま
す
落
葉
す
る
も
、

縦
心
浩

然
、
預
め
謙
も
し
く
は
銘
を
篤
り
、
時
に
歌
い
て
以
っ
て
自
適
す
。
其
言
は
横
放
超
軟
た
り
。
蓋
し
達
人
の
観
あ
り
、
方
外
の
土
な
り
」
と
あ

っ
て
、
地
方
的
に
は
名
を
知
ら
れ
た
文
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
ほ
か
、
「
丁
氏
族
譜
」
に
は
、
系
圃
の
ど
こ
に
お
か
る
べ
き
か
不
明
の
人
物
が
二
O
人
ば
か
り
い
る
。
ま
た
、
聞
書
巻
八
一

J
八
七
英
奮

志
か
ら
、
生
員
以
上
の
身
分
を
取
得
し
た
者
を
挙
げ
て
お
く
と
、

丁
啓
作
、

い
ま
、

乾
隆
膏
江
牒
志
巻
九
J
一
四
人
物

丁
榛
(
丁
自
申
の
曾
孫
、
順
治
五
年
の
抜
貢
生
〉
、
康
照
五
二
年
の
進

志
、
高
暦
泉
州
府
志
巻
二

0
1二
二
人
物
志
に
も
丁
姓
を
名
の
る
人
物
が
数
人
記
載
さ
れ
て
い
る
。

625 

土
丁
蓮
、
康
照
五
九
年
の
拳
人
丁
鵬
、
薙
正
元
年
の
歳
貫
生
丁
奇
昆
ら
が
あ
る
。
明
代
中
期
か
ら
清
代
初
期
に
か
け
て
、
丁
氏
が
代
々
衣
冠
の
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族
で
あ
っ
た
こ
と
、

つ
ま
り
中
園
的
数
養
を
完
全
に
身
に
つ
け
た
一
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
三
子
一帽
保
の
家
系
に
つ
い
て
、
「
族
譜
」
は
何
も
記
し
て
い
な
い
。

陳
江
丁
氏
の
家
系
は
大
略
、
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
丁
氏
が
回
族
で
あ
る
誼
援
は
一
つ
も
見
出
せ
な
い
。
『
資
料
選
編
』

の

前
言
に
よ
る
と
、
泉
州
回
族
の
族
譜
は
、
政
治
的
あ
る
い
は
枇
曾
的
な
理
由
|
色
白
人
に
劃
す
る
蔑
視
と
塵
迫
の
た
め、

一
族
の
起
源
を
直
書

す
る
こ
と
な
く
、
中
原
の
墓
族
の
後
葡
で
あ
る
と
記
す
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
泉
州
移
住
以
前
の
丁
氏
の
系
譜
は
疑
わ
し
く
、

始
租
丁
謹
は
西
ア
ジ
ア
か
ら
渡
来
し
た
色
白
人
で
あ
っ
た
可
能
性
も
で
て
く
る
。
ま
た
、
泉
州
海
外
交
通
史
博
物
館
調
査
組
の
現
地
報
告
に
よ

(
m
w
)
 

丁
氏
の
人
々
は
先
組
が
H

蕃
人
H

で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
、

漢
族
で
あ
る
と
主
張
し
つ
づ
け
て
き
た
と
あ
る
。

こ
の
黙
に

注
目
し
つ
つ
「
族
譜
」
を
讃
む
と
、

そ
の
遠
祖
に
つ
い
て
は
三
読
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

- 60一

る
と
、
解
放
以
前
、

第
一
読
は
丁
街
夏
の
「
纂
連
世
諜
」
に
み
え
、
太
公
蓮
田
山
間
の
第
四
子
呂
仮
に
は
じ
ま
る
と
す
る
。
史
記
巻
三
二
賢
太
公
世
家
に
「
蓋
し
太

公
卒
し
て
百
有
絵
年
、
子
の
丁
公
巴
仮
立
つ
」
と
あ
る
人
物
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
設
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
数
千
年
を
へ
、
典
故
も
失
わ

れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
確
か
め
る
方
法
も
な
い
と
、

丁
桁
夏
自
身
が
書
き
加
え
て
い
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
信
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ

ろ
う
。第

二
設
は
「
譜
牒
」
に
み
え
、

丁
顕
に
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
。
そ
の
孫
で
あ
る
丁
度
の
惇
〈
宋
史
容
二
九
二
)
に
よ
る
と
、
丁
顕
は
五
代
の
末
、

開
封
鮮
符
牒
の
人
で
、
契
丹
に
捕
え
ら
れ
た
が
逃
げ
蹄
っ
た
経
験
を
も
っ
。
そ
の
子
丁
逢
士
口
は
醤
皐
を
も

っ
て
員
宗
に
つ
か
え
た
。
さ
ら
に
、

そ
の
子
丁
度
(
字
公
雅
〉
は
大
中
鮮
符
年
聞
に
服
動
詞
皐
科
に
拳
げ
ら
れ
、
諸
官
を
歴
任
し
た
の
ち
、
山
間
書
右
丞
を
も
っ
て
渡
し
た
が
、
死
後
、

吏
部
向
書
を
贈
ら
れ
、
文
衡
と
誼
を
賜
わ
っ
た
。
遁
英
聖
賢
一

O
巻
な
ど
の
著
作
が
あ
る
ほ
か
、
曾
公
亮
と
と
も
に
武
経
線
要
因

O
巻
の
編
纂



を
主
宰
し
た
。
度
の
子
の
丁
調
も
集
賢
校
理
を
つ
と
め
た
。

第
三
設
は
「
感
紀
奮
聞
」
〈
作
者
は
多
分
、
丁
街
夏
で
あ
ろ
う
)
に
み
え
、
丁
敏
ハ
毅
驚
公
〉
の
手
書
し
た
文
書
に
「
寮
典
赤
回
回
謄
思
丁
に
由
る

云
々
」
と
あ
る
と
記
す
。
奏
曲
穴
赤
暗
思
丁

ω
ミ
可
正
開
守
口

ω
Z
B∞
包
・
0
5
ハ一

一一一一

i
一
二
七
九
〉
は
元
史
巻
一
二
五
に
俸
を
も

つ
が
、

ウ
イ
グ
ル
人
で
、
一
名
を
烏
馬
見
と
も
い
い
、
ボ
ハ
ラ
の
出
身
ら
し
い
。
元
の
太
租
・
太
宗

・
憲
宗
・
世
-組
の
四
代
に
つ
か
え
た
が
、
元
初
に

中
園
へ
来
往
し
た
イ
ス
ラ
ム
数
徒
の
な
か
で
最
も
有
名
で
あ
り
、
中
園
回
数
徒
の
聞
で
は
永
く
傘
敬
の
劉
象
と
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
彼
を
始

組
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
感
紀
奮
聞
」

の
作
者
は
、

夫
れ
臆
思
丁
の
寛
仁
を
以
っ
て
、
而
し
て
子
孫
の
貴
盛
を
膚
う
。
量
に
衆
多
な
ら
ざ
る
有
ら
ん
や
。
我
朝
に
入
り
散
慮
す
る
に
及
び
、
夷

姓
を
去
り
、
而
し
て
其
名
の
末
字
を
以
っ
て
氏
と
震
す
こ
と
。
未
だ
知
る
可
か
ら
ず
。
元
前
の
中
華
に
丁
有
り
と
難
も
、

未
だ
必
ず
し
も

祖
国
の
品
献
を
組
と
せ
ず
。
吾
家
既
に
回
回
を
数
宗
し
、
而
し
て
列
租
世
々
寛
仁
を
載
す
。
調
う
と
こ
ろ
の
其
粗
に
似
た
る
者
、
非
な
る
耶
。

つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

首
に
毅
菊
公
紀
載
の
目
、
謄
思
丁
の
葉
集
の
撫
を
去
る
こ
と
、
僅
か
に
百
絵
年
、
未
だ
擦
無
き
を
必
せ
ざ
る
な
り
。
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丁
氏
が
回
数
徒
で
あ
る
の
を
明
言
し
た
う
え
で
、
若
干
の
留
保
を
含
み
つ
つ
、
丁
敏
の
記
述
を
容
認
し
た
い
と
す
る
姿
勢
を
そ
こ
に
讃
み
と

(
却
〉

る
の
は
困
難
で
は
あ
る
ま
い
。
実
奥
赤
謄
思
丁
を
組
と
す
る
と
い
う
の
は
、
回
族
に
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
始
祖
侍
読
で
あ
る
が
、
以
上
の
三
読

の
う
ち
、
史
貧
は
と
も
か
く
と
し
て
、
第
三
設
が
最
も
貧
情
に
は
近
い
で
あ
ろ
う
。

右
文
は
つ
づ
け
て
、
第
二
読
に
つ
い
て
、
「
養
静
公
に
至
り
撒
氏
成
卒
の
謹
に
懐
懐
と
し
、
曾
枇
師
に
過
臨
時
し
て
、
丁
度
を
援
き
、
而
し
て

こ
れ
を
組
と
す
J

以
っ
て
其
喬
の
回
固
に
出
で
ざ
る
を
明
ら
か
に
す
る
な
り
」
と
記
し
、
丁
度
を
遠
祖
と
す
る
読
が
、
了
氏
が
回
回
の
子
孫
で

(
幻

)

な
い
こ
と
を
誼
明
す
る
た
め
に
作
魚
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
養
静
公
は
韓
鯵
、
丁
儀
の
叔
父
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
が
、

「
撒
氏
成

卒
の
謹
」
と
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
件
で
あ
っ
た
。
「
雲
成
説
」
に
記
載
が
あ
る
。

(m〉

成
化
十
有
一
年
に
建
り
、
家
に
丁
陸
争
財
の
訟
有
り
。
里
滑
曾
細
養
、
求
賄
し
て
得
ず
。
我
姓
は
撒
、
南
隅
の
河
南
彰
徳
衛
の
成
を
脱
せ

627 

ん
と
し
て
姓
丁
に
易
う
と
謹
す
。
維
の
時
、
所
司
の
版
籍
は
援
た
れ
、
吾
故
臓
の
占
籍
帖
も
符
す
る
莫
し
。
争
論
す
る
こ
と
二
十
有
八
年
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(お〉

に
し
て
決
せ
ず
(
古
本
に
は
一
十
八
年
に
作
る
)
。
:
:
:
而
し
て
家
は
砦
と
震
る
。
逸
驚

・
願
隠
〈
丁
儀
の
父
〉
二
公
皆
な
弱
年
、
相
い
輿
に
謀

り
て
日
く
、
彰
徳
は
中
州
の
善
地
な
り
、
成
す
る
こ
と
何
ぞ
悪
ま
ん
。
但
、

我
を
使
て
撒
氏
の
成
に
代
ら
し
む
。
後
人
、

丁
氏
を
舎
て
ざ

れ
ば
、
而
し
て
其
-
組
を
忘
れ
ん
哉
。
是
れ
宜
し
く
こ
れ
を
争
い
て
己
む
可
か
ら
ざ
る
べ

し。

こ
う
し
て
は
じ
ま
っ
た
訴
訟
事
件
が
「
撒
氏
成
卒
の
謹
」
で
あ
る
。

結
局
、
丁
氏
は
勝
利
を
お
さ
め
、
河
南
の
成
地
に
移
ら
な
く
て
す
ん
だ

丁
鯵
は
、
回
族
で
な
い
根
擦
と
し
て
、
始
祖
が
丁
度
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
だ
と
、
前
掲

「感
紀
奮
聞
」
は
記
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
公
然
と
回
族
を
名
の
っ
て
生
活
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
有
利
な
僚
件
で
は
な
か

っ
た
事
賓
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
、

丁
姓
の
由
来
お
よ
び
始
-
組
が
誰
で
あ
っ
た
か
は
別
に
し
て
、
丁
氏
は
南
宋
末
乃
至
元
初
の
頃
か
ら
泉
州
に
住
み
、
三
代
を
過
し
た
の
ち
陳
江

に
居
を
構
え
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
時
期
に
つ
い
て
、
丁
街
夏
の
「
宗
築
設
」
に
は
、
「
元
の
至
正
に
城
南
よ
り
遷
る
」
と
あ
る
か
ら
、
元
末
リ

至
正
年
聞
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宋
代
以
来
、

泉
州
の
城
南
は
泉
南
と
よ
ば
れ
、
晋
江
に
臨
ん
だ
地
区
に
は
外
人
居
留
地
H
蕃
坊

(
M〉

が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
丁
氏
も
こ
の
附
近
に
住
ん
で
い
た
模
様
で
あ
る
が
、
元
末
に
南
方

一
0
キ
ロ
の
陳
江
へ

移
り
住
ん
だ
の
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
、
戦
凱
を
避
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

(
お
)

元
末
の
泉
州
は
戦
蹴
の
巷
と
化
し
て
い
た
。
乾
隆
青
江
鯨
志
巻

一
五
雑
志
・
紀
兵
の
僚
に
よ
る
と
、

至
正
三

・
一
0
・
一
二
・
一
四
の
各
年

(

お
)

に
反
飢
が
お
こ

っ
た
と
記
録
さ
れ
、
さ
ら
に
同
一
七
年
か
ら
は
義
兵
饗
甫
丁
・
阿
迷
里
丁
ら
亦
思
巴
尖
兵
の
反
観
が
お
こ
り
、

泉
州
の
住
民
は

大
損
害
を
こ
う
む
っ
た
と
あ
る
。
兵
凱
は
二
六
年
ま
で
つ
づ
き
、
二
二
年
以
降
、
反
飽
軍
の
指
導
権
は
那
冗
納
が
握
っ

て
い
た
。
那
冗
納
に
つ
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い
て
、
膏
江
鯨
志
は
、

西
域
の
那
冗
納
な
る
者
、
諸
蕃
の
互
市
を
綿
ぶ
る
を
以
っ
て
泉
に
至
る
。
元
末
に
兵
凱
す
る
や
、
迭
に
泉
州
を
攻
め
て
こ
れ
に
擦
る
。

西
域
人
で
「
諸
蕃
の
互
市
を
綿
ぶ
」
と
い
え
ば
、

宋
末
元
初
に
活
躍
し
た
蒲
蕎
庚
の
身
分
と
似
通
っ

て
い
よ
う
。
「
清
源
金
氏
族

描
巴
に
お
さ
め
る
「
元
武
略
将
軍
一
巷
公
俸
賛
」
に
は
、
那
冗
納
が
蒲
氏
の
女
婿
で
あ
っ
た
事
賓
を
っ
た
え
て
い
る
。
那
冗
納
ら
の
凱
は
四
年

あ
ま
り
つ
づ
い
て
鎮
座
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
活
躍
し
た
武
官
の

一
人
に
千
戸
金
吉
が
あ
る
。
清
源
金
氏
の
始
租
で
あ
り
、
「
族
譜
序
」
に

は、

と
記
す
が
、



つ
ぎ
の
よ
う
に
み
え
る
。
文
中
に
「
蒲
郡
之
範
」
と
あ
る
の
除
、
蒲
氏
と
那
冗
納
の
指
揮
す
る
兵
蹴
を
指
す
e

金
氏
の
先
、
一
巷
公
な
る
者
、
名
は
士
口
、
上
都
人
、
勝
園
の
期
、
武
略
将
軍
に
擢
ん
で
ら
れ
、
千
戸
に
上
り
、
符
節
を
賜
い
、

泉
南
に
鎮

(問む

す
。
蒲
那
之
飽
に
、
泉
時
間
さ
に
磯
せ
ん
と
す
。
公
、
陳
駿
の
設
に
感
じ
て
開
門
納
兵
し
、
那
を
諒
し
て
反
正
す
。
泉
人
、
公
の
功
を
種
学

し
て
輿
に
多
し
と
篤
す
な
り
。

金
氏
は
旬
奴
休
屠
王
の
太
子
金
目
碑
(
漢
書
巻
六
八
)
の
後
器
開
と
稽
す
る
が
、
回
族
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
金
吉
の
「
俸
賛
」
に
「
公
命
を
以
て

東
郭
嘉
林
の
原
に
替
差
す
。
土
石
簡
素
に
、
悉
く
夷
風
に
依
る
」
と
あ
る
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
彼
の
長
子
金
阿
里
の
「
俸
賛
」
に
も、

つ
ぎ
の
記
載
が
あ
る
。

(
お
)

公、

'卒
日
軽
財
繁
死
、
慈
仁
廉
愛
、
敦
く
回
数
を
向
ぶ
。
回
人
、
泉
中
に
奮
と
清
浄
寺
有
り
。
坦
慶
す
る
こ
と
歳
久
し
。
公
、
木
石
を
以

っ
て
一
新
す
。
鑑
費
算
う
る
廃
く
、
棲
宇
佐
倣
に
し
て
、
今
に
至
る
ま
で
観
を
修
く
す
。
回
人
こ
れ
を
徳
と
し
、
相
い
率
い
て
石
に
勤
し

て
公
を
蕎
す
と
云
う
。
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那
冗
納
の
飽
が
お
さ
ま
っ
た
至
正
二
六
年
の
八
月
に
は
、
元
朝
を
支
持
す
る
陳
友
定
が
泉
州
を
占
領
し
た
。
一
幅
建
行
省
卒
章
政
事
に
任
じ
ら

れ
た
彼
は
、
や
が
て
一
踊
建
全
土
を
制
座
す
る
が
、
同
じ
二
六
年
、

一一
時
元
朝
に
降
っ
て
い
た
饗
甫
丁
が
再
び
反
旗
を
ひ
る
が
え
し
て
泉
州
に
擦

る
事
件
な
ど
も
あ
り
、
兵
火
は
容
易
に
お
さ
ま
ら
な
か
っ
た
。
泉
州
に
卒
静
が
も
ど
る
の
は
、
二
年
の
の
ち
、
洪
武
元
年
、

湯
和
の
率
い
る
明

軍
が
陳
友
定
を
討
伐
し
て
以
後
の
こ
と
に
な
る
。
十
数
年
聞
に
お
よ
ぶ
戦
範
を
つ
う
じ
て
、
泉
州
の
杜
舎
と
経
済
は
大
き
く
破
接
さ
れ
た
。

元
朝
時
代
、
支
配
者
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
色
白
人
あ
る
い
は
回
数
徒
の
横
暴
は
自
に
あ
ま
る
も
の
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば
、
前

掲
ご
著
公
惇
賛
」
に
は
、
蒲
蕎
庚
と
そ
の
子
孫
の
行
肢
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

蒲
寄
庚
、
武
臣
を
以
っ
て
叛
す
。
:
:
:
元
に
表
降
し
、
賜
霞
鎮
園
し
て
、
州
政
を
統
べ

停
め
ら
る
。
父
子
縫
世
、
寵
を
博
ん
で
専
制
す。

峻
法
巌
刑
、
以
っ
て
征
科
を
遂
げ
、
人
々
蒸
炎
に
苦
し
む
。
甫
め
て
九
十
年
、
:
:
:
蒲
賊
死
す
や
、
其
婿
那
坑
哨
(
那
冗
納
〉
自
立
し、

629 

援
土
撞
賦
し
て
、
大
い
に
惨
夷
を
患
に
す

P
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ま
た
、
「
築
山
李
氏
族
譜
」
に
載
せ
る
「
垂
戒
論
」
〈
宣
徳
元
年
・
李
庚
斉
撰
〉
に
も
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

元
氏
の
失
取
す
る
や
、
色
目
人
の
聞
に
来
援
す
る
者
、
惟
だ
我
泉
州
最
も
蟻
な
り
と
信
用
す
。
部
落
蔓
延
、
大
い
に
凌
暴
を
擦
に
し、

以
つ

て
我
生
霊
を
塗
援
す
。

こ
の
よ
う
に
、
権
勢
を
ふ
る
っ
て
い
た
色
白
人
あ
る
い
は
回
数
徒
に
と

っ
て
、
元
朝
の
滅
亡
は
、

彼
ら
の
存
立
基
盤
を
失
わ
せ
る
ほ
ど
の
大

事
件
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
彼
ら
の
生
活
は
、
こ
れ
を
機
に
一
獲
し
た
は
ず
で
あ
る
。
戦
範
を
避
け
て
陳
江
へ
移
り
住
ん
だ
回
族
丁
氏
は
、

こ
の
激
襲
の
時
期
を
ど
の
よ
う
に
生
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
と
お
り
、
陳
江
丁
氏
の
基
礎
を
固
め
た
の
は
丁
善
で
あ
る
が
、

六
世
孫
に

あ
た
る
丁
自
申
の
書
い
た
「
仁
庵
府
君
博
」
か
ら
、
そ
の
聞
の
事
情
が
う
か
が
え
る
。

元
の
至
正
末
、
父
大
白
木公
に
随
い
、
城
南
門
外
二
十
里
許
に
徒
居
す
。
是
れ
陳
江
漏
り
。

今
、
族
姓
江
上
に
櫛
居
す
る
は
公
(
丁
議
官〉

の

胎
す
と
こ
ろ
な
り
。

公
の
人
と
震
り
は
、
伺
健
志
大
、
才
略
を
以
っ
て
里
中
に
雄
た
り
。
陳
江
故
郷
の

E
姓
、
著
代
年
遠
、
公
、

後
至
し
て
自
り、

一一

一門
第
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相
い
埼
し
き
者
を
揮
ん
で
興
に
賓
瞳
を
信
用
す
。
而
し
て
諸
族
も
仇
首
承
伏
せ
ざ
る
無
し
。

選
居
そ
う
そ
う
の
丁
氏
は
、
す
で
に

一
郷
の
有
力
者
の
列
に
は
い
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
も
、

海
漬
の
生
産
手
段
で
あ
る
海
蕩
の
大

部
分
を
所
有
す
る
豪
族
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
、

つ
ぎ
の
記
載
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

江
を
環
り
負
海
し
て
居
る
。
市
し
て
海
潮
の
往
来
す
る
慮
、
其
地
歯
濡
に
し
て
、

宜
し
く
海
錯
諸
鮮
を
生
ず
ベ
し
。
居
民
、

産
を
受
け
以

っ
て
業
と
篤
す
。
こ
れ
を
海
蕩
と
調
う
。
沿
海
禰
漫
、
一

墓
数
千
頃
、
大
約
、
産
は
十
を
以
っ
て
計
り
、
公
は
七
八
を
有
す
。
其
の
二
三

は
則
ち
公
、
輿
に
賓
躍
を
篤
し
て
こ
れ
を
得
た
り
。
市
し
て
他
は
こ
れ
に
輿
ら
ず
。

〈
却
)

明
朝
が
成
立
し
、
戸
籍
が
更
定
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
丁
善
は
自
ら
す
す
ん
で
竃
籍
を
選
ん
だ
。
藤
井
宏
氏
に
よ
れ
ば
、
明
代
の
寵
戸
は
園

初
以
来
、
盟
場
附
近
の
民
戸
よ
り
余
充
さ
れ
る
良
民
を
主
謹
と
し
た
と
い
う
が
、
丁
氏
は
自
護
的
に
政
府
の
要
請
に
従
っ
た
こ
と
に
な
る
。

園
初
、
版
籍
を
更
定
す
る
に
、
編
戸
の
多
く
籍
民
を
占
む
る
を
患
う
。
官
矯
め
に
格
を
出
し
、
精
や
軍
盟
二
籍
を
右
に
し
て
、

民
を
し
て



軍
と
震
る
を
病
ま
ず
、
趨
瞳
を
楽
し
ま
せ
ん
と
欲
す
。
公
、
燃
に
抵
り
自
ら
言
う
。

三
子
有
り
、
願
わ
く
は
各
々
一
籍
を
占
め
ん
と
。
迭

に
三
子
の
名
を
以
っ
て
首
賓
し
、
而
し
て
鼎
立
し
て
受
瞳
す
。

高
暦
泉
州
府
志
巻
七
版
籍
志
・
瞳
課
の
篠
に
よ
る
と
、
置
一
一
回
江
鯨
に
は
薄
渓
場
と
洞
州
場
と
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
丁
氏
は
、
そ
の
ど
ち
ら
か

に
属
す
る
竃
戸
で
あ
っ
た
。
と
す
る
と
、
前
掲
の
、
丁
善
が
所
有
し
た
と
い
う
海
蕩
に
は
、
盟
の
生
産
場
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
で
て
こ

干
h
Aノ
。

陳
江
遁
居
嘗
初
の
丁
氏
の
暮
し
ぶ
り
は
、
以
上
に
よ
っ
て
大
略
を
う
か
が
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
決
し
て
卒
穏
無
事
な
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
祉
禽
嬰
動
の
斗
人
波
を
う
け
、
一丁
善
自
身
が
南
京
の
獄
舎
に
つ
な
が
れ
る
と
い
う
不
運
を
経
験
じ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
白
蓮
教
を
め
ぐ
る

事
件
に
ま
き
こ
ま
れ
た
。

時
に
海
内
甫
め
て
定
ま
る
。
山
間
お
蒙
古
色
自
の
奮
を
襲
い
、
里
祉
‘
好
ん
で
白
蓮
曾
を
魚
り
、

t

衆
志
を
揺
惑
す
。
官
、
属
禁
す
と
雄
も
な

お
敢
せ
ず
。
有
司
、
公
ハ
丁
善
〉
の
行
誼
を
廉
し
、
郷
を
糾
せ
し
む
。
公
、
岸
海
諸
黛
の
燭
禁
を
援
し
、
官
を
以
っ
て
こ
れ
を
治
せ
ん
と

白
請
す
。
新
令
方
に
巌
し
く
し
て
、
犯
網
す
る
者
衆
く
、
獄
を
致
す
も
歳
久
し
く
決
せ
ず
。
奏
し
て
刑
部
に
下
し
、
公
と
諸
黛
を
蓮
え
て
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京
に
至
る
。
公
の
長
子
を
連
及
し
て
倶
に
係
獄
す
。

白
蓮
舎
を
告
渡
し
た
も
の
の
、
思
い
も
か
け
ず
獄
舎
に
つ
な
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
丁
善
と
長
子
婿
保
は
、
逆
に
謹
告
に
あ
た
る
と
し
て
死

刑
に
慮
せ
ら
れ
よ
う
と
す
る
。
だ
が
偶
然
の
出
来
事
か
ら
彼
ら
の
無
責
が
明
ら
か
と
な
り
、
韓
放
さ
れ
て
泉
州
へ
蹄
る
こ
と
が
で
き
た
。

事
件

の
全
貌
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
父
と
長
兄
の
無
罪
を
誼
明
す
る
の
に
活
躍
し
た
の
が
次
子
観
保
で
あ
る
。
そ
の
惇
「
誠
費
公
博
」
に
は
、

父
仁
庵
公
、
郷
里
と
播
執
し
、
(
他
本
に
は
郷
里
の
張
・
林
・
陳
・
李
の
四
姓
と
相
い
許
告
す
と
作
る
〉

曾
っ
て
畳
禁
を
南
京
刑
部
の
牢
中
に
受

け
た
り
。
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と
あ
り
、
陳
江
に
先
住
の
、
お
そ
ら
く
漢
族
と
思
わ
れ
る
張
・
林
・
陳
・
李
姓
と
の
確
執
か
ら
生
じ
た
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

事
件

の
お
こ
っ
た
の
は
洪
武
年
開
の
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
元
朝
が
滅
ん
で
明
朝
が
成
立
し
た
嘗
初
、
か
つ
て
色
白
人
と
し
て
漢
族
よ
り
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上
位
に
あ
っ
た
回
数
徒
が
、
色
目
人
排
斥
の
風
潮
の
な
か
で
、

漢
族
社
舎
に
定
着
し
て
行
く
た
め
に
は
、

か
な
り
複
雑
な
経
過
を
た
ど
ら
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
件
は
、
そ
の
一
端
を
う
か
が
わ
せ
る
が
、

よ
り
深
刻
な
事
例
は
「
柴
山
李
氏
族
譜
」
に
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
李
氏
の
家
系
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

7 
信

「
倦
保
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遠
い
祖
先
の
事
蹟
は
不
明
で
あ
る
が
、
睦
資
公
誇
問
、
{子君
鯨
(
元
致
和
元
l
明
洪
武
一
七
〉
に
は
じ
ま
る
家
系
で
あ
る
。
「
族
譜
」
に
載
せ
る

「
李
氏
世
系
聞
」
に
よ
れ
ば
、
彼
は
海
外
貿
易
業
者
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

十
九
世
睦
賛
、
韓
は
問
、
字
は
君
鯨
、
:
:
:
前
人
積
蓄
の
貨
を
承
籍
し
、
常
に
家
客
を
俵
し
て
、
海
外
諸
固
に
航
泣
す
。

彼
は
ま
た
回
数
徒
で
あ
っ
た
よ
う
で
、

「
睦
資
公
塘
誌
」
に
は
、
「
睦
費
公
の
夷
数
を
率
用
す
る
や
、

本
づ
く
と
こ
ろ
有
る
に
似
た
り
。
或
い

は
元
俗
に
沿
う
か
、
皆
詳
ら
か
に
す
可
か
ら
ず
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
の
次
子
で
あ
る
李
端
ハ
元
至
元
一

O
l
明
永
繁
二
二
)
の
俸
コ

一十

世
直
資
公
墳
誌
」
に
は
、
驚
く
べ
き
記
載
が
あ
る
。

語
は
端
、
字
は
景
順
、
披
は
直
粛
公
、
是
れ
陸
部
刷
公
の
次
子
な
り
。

人
と
篤
り
聴
敏
敦
厚
、
:
:
:
家
法
は
巌
粛
倹
約
な
り
。
市
塵
に
居
る

と
雄
も
、
然
れ
ど
も
養
心
す
る
こ
と
静
素
、
自
ら
其
兄
の
異
習
を
革
む
能
わ
ず
、
乃
ち
退
き
て
城
南
に
自
居
し、

誇
々
と
子
を
敬
え
、
胞
ハ

籍
を
稽
訂
す
。
而
し
て
詩
書
の
幹
、
換
然
と
し
て
慕
う
可
し
。



，
其
兄
と
は
睦
費
公
聞
の
長
子
鴛
しを
さ
す
が
、
「
自
ら
其
兄
の
異
習
を
草
む
能
わ
ず
、
乃
ち
退
き
て
城
南
に
自
居
す
」
と
あ
る
の
は
、
兄
の
奉

ず
る
異
習
(
回
数
〉
を
、
彼
自
身
は
棄
て
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
長
子
鷲
の
五
子
の
う
ち
の
二
子
は
林
姓
を
、
他
の

三
子
と
次
子
端
の
子
孫
は
李
姓
を
稽
す
る
に
い
た
る
。
す
な
わ
ち
、
「
睦
粛
公
境
誌
」
に
い
う
。

鷲
は
五
子
を
生
む
。
長
は
語
信
、
次
は
誇
悟
保
、
三
は
詫
信
生
、
四
は
誇
玉
生
、
五
は
誇
一
幅
生
、
端
は
二
子
を
生
む
。
長
は
露
信
興
、
次

は
誇
添
興
、
信
興
嗣
が
ざ
る
に
因
り
、
惟
だ
添
興
は
永
梁
二
十
年
壬
寅
、
始
め
て
南
安
鯨
三
十
都
に
籍
す
。
姓
は
李
、
慶
賓
と
改
名
す
。

時
に
信
生
こ
れ
に
従
う
。
宣
徳
天
順
年
聞
に
遣
び
、
玉
生
は
一
帽
生
の
二
子
と
借
に
、
南
安
鯨
三
十
都
に
入
り
、
亦
改
め
て
李
に
従
う
。
濁

り
信
は
健
保
と
輿
に
泉
城
に
居
住
し
、
支
属
何
お
林
を
姓
と
す
。
而
し
て
二
姓
の
子
孫
、
租
公
を
弁
す
と
云
う
。

同
一
人
物
に
つ
い
て
、
そ
の
孫
の
代
に
い
た
り
二
姓
に
わ
か
れ
る
と
い
う
の
は
、

漢
族
の
習
俗
と
し
て
は
有
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
、
明
朝
の
成
立
に
と
も
な
い
、

漢
姓
を
稽
す
る
必
要
が
生
じ
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
事
態
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
外
来
イ
ス

(ω〉

ラ
ム
数
徒
の
改
姓
は
、
嘗
時
、
一
般
的
且
つ
普
遍
的
な
現
象
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
、
李
氏
を
稽
し
た
一
涯
は
回
数
を
棄
て
た
の
で
あ
る
。

李

添
輿
あ
ら
た
め
李
贋
演
の
「
垂
戒
論
」
に
は
、
異
教
を
奉
ず
る
伯
父
リ
鷲
に
劃
す
る
非
難
の
言
葉
が
み
え
る
。

今
、
伯
父
は
衣
冠
鰭
紳
の
育
と
焦
る
に
、
色
目
の
俗
に
迷
い
、
而
し
て
悟
る
能
わ
ず
、
其
租
を
組
と
せ
ず
、
而
し
て
人
の
租
を
粗
と
す
。

其
行
を
行
わ
ず
、
而
し
て
夷
秋
の
行
を
行
い
、
其
子
孫
を
停
て
膏
に
夷
と
震
さ
し
む
。
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始
組
閣
が
泉
州
広
住
ん
で
海
外
貿
易
に
従
事
し
、
且
つ
回
数
徒
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
、
柴
山
李
氏
が
イ
ス
ラ
ム
一
商
人
の
家
系
で
あ

一
部
は
林
姓
を
名
の

っ
て
回
数
徒
と
し
て
の
こ
り
、
他
の
者
は
李
姓
と
な

っ
て
棄
敬
し
た
の
で
あ
る
。
特
権
的
立
場
を
失
い
、
座
倒
的
多
数
者
で
あ
る
漢
族
の
な
か
で
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
時
、

父
租
停

っ
た
の
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
そ
れ
が
漢
姓
を
講
す
る
に
あ
た
り
、

来
の
信
仰
を
守
り
つ
づ
け
る
の
は
、
非
常
な
困
難
を
と
も
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
二
姓
に
わ
か
れ
、

か
ろ
う
じ
て
信
仰
と
習
俗
を
維
持
し

ょ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
あ
る
い
は
、

一
族
の
な
か
に
、
信
仰
の
縫
績
を
め
ぐ
る
針
立
が
あ
り
、

そ
の
結
果
と
し
て
二
姓
に
わ
か
れ

633 

た
の
か
も
知
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
ら
の
苦
悩
と
動
揺
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、

よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
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か
く
し
て
、
林
氏
は
泉
州
城
内
新
車
二
橋
に
、
李
氏
は
南
安
豚
三
十
都
に
わ
か
れ
て
住
む
こ
と
に
な

っ
た
が
、
高
暦
二
八
年
に
李
志
輝
が
書

い
た
「
詳
世
系
譜
」
に
よ
る
と
、
隆
慶
五
年
に
い
た
り
、
雨
氏
の
子
孫
百
徐
人
が
集
り
、
始
祖
睦
資
公
の
墳
墓
を
修
理
し
て
祭
記
を
行
い
、

》つ

い
で
祭
回
を
設
け
て
祭
配
を
縫
捕
し
、

高
暦
二
八
年
に
い
た

っ
た
と
あ
る
。
信
仰
を
異
に
す
る
雨
氏
が
、
租
先
を
共
有
す
る
と
し
て
、

祭
配
を

協
同
で
行
う
と
い
う
の
は
、
奇
妙
な
風
景
で
は
あ
る
が
、
始
祖
を
同
じ
く
す
る
宗
族
一意
識
は
、
信
仰
の
相
違
を
こ
え
、
依
然
と
し
て
存
在
し
つ

づ
け
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
「
詳
世
系
譜
」
は
寓
暦
二
八
年
四
月
に
は
じ
ま
る
、
刑
恒
の
租
墳
損
壊
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
劃
し
、
南
氏
が
圏

結
し
て
劉
慮
す
る
こ
と
を
求
め
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
移
っ

て
い
る
。

此
自
り
以
後
、
吾
家
に
刑
家
と
姻
親
を
篤
す
者
有
ら
ば
、
濁
り
此
義
を
以
っ
て
自
断
す
可
か
ら
ざ
る
乎
。
既
盟
の
後
、
設
し
族
内
の

一
一一

の
子
佳
に
し
て
敢
え
て
違
議
不
遁
す
る
者
有
れ
ば
、
則
ち
曾
衆
し
て
家
に
到
り
切
責
し
、
外
族
に
革
出
し
、
以
っ
て
将
来
を
倣
す
。
自
ら

相
い
矛
盾
す
る
こ
と
勿
れ
。
至
蝿
す
、

至
蝿
す
。
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四

本
来
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
あ
っ
て
は
、
偶
像
崇
拝
を
禁
じ
、

家
廟
や
宗
桐
の
類
は
組
制
到
に
許
さ
れ
ず
、
血
縁
的
結
合
の
象
徴
た
る
族
譜

・
家
譜

な
ど
も
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
明
ら
か
な
と
お
り
、
泉
州
の
回
族
に
は
、
そ
れ
ら
を
も
つ
も
の
が
あ
っ
た
。

(
幻

)

ま
た
、
死
者
は
三
日
以
内
に
共
同
墓
地
に
埋
葬
す
べ
き
で
あ
り
、
先
祖
代
々
の
墳
墓
の
地
な
ど
も
あ
り
え
な
い
が
、
築
山
李
氏
の
如
く
、
林
氏

と
共
有
の
組
墳
を
も
ち
、
祭
杷
を
つ
づ
け
る
も
の
が
い
た
。
「
燕
支
蘇
氏
族
譜
」
に
は
「
世
紀
誌
」
が
あ
り
、
回
族
で
あ
る
蘇
氏
が
祖
先
を
祭

っ
た
儀
式
を
詳
細
に
つ
た
え
て
も
い
る
。
陳
江
丁
氏
の
場
合
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
が
、
丁
氏
に
つ
い
て
は
、
墓
地
を
め
ぐ
る
紛
争
が
お
こ
り
、

訴
訟
事
件
に
ま
で
護
展
し
た
。
事
件
の
全
貌
は
、
「
本
支
世
表
」
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

丁
氏
の
始
祖
丁
謹
、
二
代
丁
嗣
、
三
代
丁
襲
の
墓
は
、
夫
人
の
そ
れ
と
と
も
に
、
泉
州
府
城
の
東
の
城
外
、
三
九
都
東
塘
頭
霊
堂
山
に
つ
く

ら
れ
た
。

し
か
し
、
四
代
丁
善
の
時
、
際
江
へ
移
住
し
た
た
め
、
墓
の
そ
ば
に
小
屋
を
建
て
、
王
顕
鮮
な
る
者
に
墓
守
を
頼
む
こ
と
に
な
っ
た
。



の
ち
に
王
氏
の
子
孫
が
絶
え
る
と
、
近
く
に
住
む
徐
糞
が
墓
守
を
つ
ぎ
た
い
と
申
し
出
て
来
た
の
で
、
こ
れ
を
認
め
た
と
こ
ろ
、

そ
の
子
の
徐

一
幅
・
徐
離
は
墓
地
を
壊
し
、
彼
ら
の
所
有
地
と
と
も
に
作
物
を
植
え
る
の
象
に
で
た
。
嘗
時
、
了
氏
は
前
述
の
「
撒
氏
成
卒
の
謹
」
に
あ
っ
て

窮
迫
し
て
い
た
た
め
、
二

O
年
ば
か
り
の
問
、
決
着
を
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
徐
幅
は
こ
れ
を
よ
い
こ
と
に
、
墳
墓
の
そ
ば
に
塘
を
築
い
て
、

墓
地
の
大
部
分
を
自
己
の
土
地
と
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
劉
し
、
丁
氏
の
側
で
は
、
丁
儀
が
準
土
と
な
り
官
界
に
地
位
を
え
た
の
を
機
に
告

訴
に
ふ
み
き
っ
た
。
正
徳
七
年
八
月
の
こ
と
で
あ
る
。

徐
一
幅
は
こ
の
時
六
十
歳
、
泉
州
府
衛
中
千
戸
所
百
戸
陳
諒
の
部
下
の
正
寧
で
、
東
門
外
三
九
都
の
騨
絡
舗
に
、
丁
氏
の
墓
地
と
郷
り
あ
わ
せ

丁
仲
芳
の
伯
父
朝
制
は
徐
一
帽
の
父
糞
に
租
墳
の
看
守
を
依
頼
し
、
墳
努
の
土
地
に
果
樹
を
植
え
、
工
賓
と
す

て
住
ん
で
い
た
。
成
化
二

O
年、

る
の
を
認
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
了
氏
の
住
居
は
陳
江
に
あ
り
、
見
ま
わ
り
に
来
る
回
数
が
少
い
の
を
知
る
と
、

土
地
と
果
樹
を
自
分
の
も
の
と

し
、
弘
治
一
一
年
に
は
住
居
を
丁
氏
租
墳
の
芳
に
移
し
て
周
圏
に
堵
を
設
け
る
に
い
た

っ
た
。

丁
仲
芳
が
そ
の
行
震
を
非
難
す
る
と
、
徐
一帽
は

こ
れ
に
反
撃
し
、
二

O
年
ば
か
り
の
問
、
紛
争
は
つ
づ
い
た
が
)
仲
芳
の
兄
丁
儀
は
、
仲
芳
に
命
じ
て
按
察
司
に
、
つ
い
で
分
巡
一
噛
寧
遁
蓋
段

某
の
も
と
に
徐
一
帽
を
訴
え
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
、

一徐
一
幅
は
、
仲
芳
が
勢
力
を
頼
み
、
軍
戸
の
財
産
を
強
奪
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
逆
訴
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し
て
き
た
。
同
年
一

O
月
、
仲
芳
は
さ
ら
に
都
察
院
に
訴
え
、

つ
い
に
道
蓋
を
動
か
し
て
貫
地
検
査
が
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
こ
ぎ
つ
け
た
。

し
て
測
量
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、

道
蓋
の
命
を
う
け
た
泉
州
知
府
は
、
徐
経
歴
を
涯
遣
し
、
仲
芳
と
一
帽
を
と
も
な
っ
て
現
地
に
い
た
り
、
里
長
蘇
道
、
郷
佑
王
明
ら
を
よ
び
だ

丁
氏
の
墓
地
が
徐
一
帽
に
侵
奪
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
近
く
の
住
民
陳
添
が
路
端
か

ら
一
つ
の
石
碑
を
掘
り
出
し
、
丁
氏
の
墳
碑
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
決
定
的
な
誼
擦
と
な
る
な
ど
し
て
、

丁
氏
は
勝
訴
し
た
。
こ
の
問
、

五
年
の
歳
月
が
経
過
し
て
い
た
。

か
く
て
事
件
は
落
着
し
、
墓
地
の
全
域
は
丁
氏
の
も
と
に
、返
還
さ
れ
た
。
し
か
し
、

徐
一踊
は
長
年
、
こ
の
土
地
を
耕
し
、
嘉
枝
を
栽
培
し
て

い
た
の
で
、
そ
の
費
用
を
償
う
一
一
意
味
で
、
丁
氏
が
銀
一
五
雨
を
徐
一掘
に
興
え
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
徐
一踊
が
丁
氏
の
墓
地
内
に
建
て
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た
家
屋
に
つ
い
て
も
、
移
蒋
の
補
償
と
し
て
銀
二

O
両
を
支
出
せ
よ
と
も
剣
決
さ
れ
た
。つ
ま
り
、
無
篠
件
の
勝
訴
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



636 

な
お
、
高
暦
一

O
年
の
丈
量
に
よ
る
と
、
首
一該土
地
の
面
積
は
、
墳
地
を
除
い
て
、
六
畝
五
分
四
厘
四
毛
四
紙
、
三
九
都
在
字
放
の
三
五
九
二
・

一
・
四
瞬
に
登
記
さ
れ
た
と
い
う
。

丁
氏
に
は
、
右
の
東
塘
頭
の
墓
地
の
ほ
か
に
、
鹿
園
の
墓
地
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
四
代
丁
善
ら
の
墓
が
あ
る
。
家
裁
の
故
券
に
よ
れ
ば
、

そ
の
土
地
は
潜
氏
か
ら
買
い
う
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、

洪
武
二
七
年
五
月
に
潜
糞
掃
か
ら
、
永
繁
七
年

一
二
月
に
潜
糞
沙
か
ら
、

永
祭
一
三
年
六
月
に
濁
潤
生
か
ら
、
永
繁
二
二
年
八
月
に
は
糞
掃
の
母
の
葉
員
娘
か
ら
、

景
泰
五
年
に
は
潜
嗣
粗
か
ら
と
い
っ
た
ふ
う
に
、
潜

氏
の
土
地

・
家
屋

・
樹
木
な
ど
を
順
次
購
入
し
て
、
墓
地
と
し
て
整
備
し
て
来
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

成
化
一
七
年
九
月
に
潜
肌
仔
が
土
地
を
取
り
も
ど
そ
う
と
訴
訟
を
お
こ
し
た
。

し
か
し
、

丁
氏
に
は
合
同
日
買
買
契
約
書
が
あ

っ
て
、
肌
仔
の
訴
え
は
不
震
に
終
わ
っ
た
。
つ
い
で
嘉
靖
二
年
に
い
た
り
、
潜
氏
の
姻
戚
と
稿
す
る
呂
希
春
な
る
者
が
潜
肌
仔
の
扶
稿
を
え
て
、

再
び
墓
地
を
め
ぐ
る
紛
争
を
ひ
き
お
こ
し
た
。
|
|
以
上
は
「
一

燐
呂
希
春
好
妄
読
帖
」
に
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
争
い
は
、

二
主
恥
こ

手
J
4
d
今
j
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ま
倭
冠
の
侵
攻
が
激
し
く
な
り
、

決
着
を
つ
け
る
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
後
の
経
過
は
不
明
で
あ
る
が
、
首
問
暦

一
O
年
の
丈
量
に
よ
れ
ば
、
鹿
園
墓
地
の
面
積
は
三
畝
二
分
五
厘
、
三
七
都
鳴
字
暁
の
一

一
O
三
披
に
登
記
さ
れ
て
い
た
如
く
で
あ
る
。

丁
氏
の
墓
地
に
つ
い
て
は
、
な
お
後
日
談
が
あ
る
。
乾
隆
二
六
年

一
二
月
、

一
六
世
孫
に
あ
た
る
丁
淑
儀
の
「
重
惰
東
塘
三
世
合
塞
租
墳
記

略
」
に
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

徐
一
帽
の
一

件
の
の
ち
、

墓
地
は
あ
ら
た
め
て
整
備
さ
れ
、
丁
儀
の
墓
も
こ
こ
に
管
ま

れ
た
が
、
崇
頑
年
聞
に
は
丁
啓
溶
の
手
で
再
び
整
備
が
行
わ
れ
、

黄
氏
に
看
守
さ
せ
る
な
ど
の
慮
置
が
と
ら
れ
た。

つ
い
で
康
照
二
六
年
、
丁

岳
は
自
ら
資
金
を
支
出
し
、

丁
儀
の
墳
墓
を
修
復
す
る
と
と
も
に
、

三
組
の
そ
れ
を
つ
く
り
な
お
し
、

環
境
を
保
全
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
歳
月

が
経
過
し
て
乾
隆
二
O
年
頃
に
な
る
と
、
族
人
の
心
は
離
れ
ば
な
れ
と
な
り
、

祭
掃
の
道
具
は
失
わ
れ
、

墓
地
や
小
屋
も
ま
た
ま
た
墳
丁
に
よ

っ
て
一盗
賀
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。

族
人
の
聞
に
も
争
い
が
は
じ
ま

っ
た
。
そ
こ
で
、

乾
隆
二
五
年
の
多
か
ら
丁
淑
儀
が
中
心
と
な

っ
て
一
族
を

ま
と
め
、

翌
年
八
月
に
鹿
園
の
墓
地
を
、
翌
九
月
に
は
東
塘
の
墓
地
を
修
築
し
、
墳
丁
賀
氏
ら
を
選
ん
で
墓
守
を
依
頼
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と

あ
る
。



以
上
に
み
る
と
お
り
、
墓
地
を
管
理
し
て
組
墳
を
守
り
、
祭
把
を
つ
づ
け
る
た
め
に
は
、
数
々
の
障
害
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
回
族
固
有
の
事
態
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
信
仰
と
数
律
の
維
持
に

つ
い
て
も
ま
た
、
時
代
の
推
移
と

と
も
に
、
次
第
に
困
難
と
な
る
吠
況
が
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

前
掲
李
慶
稿
用
の
「
垂
戒
論
」
(
宣
徳
元
)
に
、
「
其
聞
に
員
の
色
白
人
な
る
者
有
り
、
偽
の
色
目
人
な
る
者
有
り
、
妻
に
従
い
色
目
人
と
震
る

者
有
り
、
母
に
従
い
色
白
人
と
漏
る
者
有
り
。
其
の
異
俗
に
習
い
、
以
っ
て
我
が
族
類
を
努
能
し
、
我
が
常
憲
を
蔑
親
し
、

我
が
務
倫
を
敦
嚇

す
」
と
記
す
一
節
が
あ
る
。
明
初
の
泉
州
地
方
に
は
、

一
口
に
色
目
人
と
い
っ
て
も
、
出
自
を
異
に
す
る
数
種
の
人
々
が
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
が
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
、
漢
族
か
ら
み
る
と
、
異
俗
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
李
贋
斉
は
色
白
人
の
習
俗
を
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

色
目
者
の
治
喪
す
る
や
、
霊
歌
鼓
舞
し
、
こ
れ
を
質
す
る
に
来
を
以
っ
て
し
、
こ
れ
に
贈
る
に
華
を
以
っ
て
す
。
衰
無
く
服
無
し
。
桐
棺

は
掩
わ
ず
、
市
し
て
こ
れ
を
中
野
に
塵
す
。
主
を
漏
ら
ず
、
紀
を
篤
さ
ざ
る
な
り
。

色
目
は
則
ち
纏
頭
被
褐
、
而
し
て
暁
足
す
る
な
り
e

色
目
者
の
粛
は
、
重
は
則
ち
食
せ
ず
、
夜
は
則
ち
こ
れ
を
食
す
。

市
る
も
の
は
則
ち
食
せ
ず
、
自
ら
屠
り
し
も
の
は
乃
ち
こ
れ
を
食
す
。
家
は
則
ち
食
せ
ず
、
調
は
則
ち
こ
れ
を
食
す。

色
目
者
は
其
身
を
剖
せ
.
さ
れ
ば
成
人
と
矯
ら
ざ
る
な
り
。
其
書
は
駈
の
如
く
矧
の
如
し
。
其
言
は
泉
の
如
く
獣
の
如
し
。

中
夏
は
排
じ
て
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境
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
。

元
朝
滅
亡
後
な
お
日
が
浅
く
、
彼
ら
が
イ
ス
ラ
ム
教
固
有
の
習
俗
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

葬
式
に
は
棺
を
用
い
ず
、
火
葬
を
し

な
い
こ
と
、
位
牌
の
類
を
つ
く
ら
な
い
こ
と
、
白
布
を
用
い
た
纏
頭
、
か
ぶ
り
も
の
、

断
食
月
、
作
法
に
従
っ
て
屠
殺
し
た
獣
肉
し
か
食
べ

な

(

訟

)

い
こ
と
、
割
躍
、
ア
ラ
ビ
ア
文
字
の
使
用
な
ど
、
イ
ス
ラ
ム
の
習
俗
は
守
ら
れ
て
い
た
。

丁
術
夏
の
筆
に
な
る
「
組
数
読
」
に
よ
っ
て
み
て
も
、
始
祖
節
資
公
丁
謹
以
来
、
丁
氏
が
回
数
の
数
律
と
習
俗
に
従
っ
て
生
活
し
て

ま
た
、
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来
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
死
者
は
重
衣
せ
ず
に
埋
葬
し
、
木
棺
は
使
用
し
な
い
。
死
者
は
三
日
を
す
ぎ
な
い
う
ち
に
葬
り
、
墳
墓
の
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土
は
薄
く
長
く
高
く
も
り
あ
げ
る
。
喪
服
に
は
木
棉
を
用
い
、
祭
杷
に
も
位
牌
な
ど
を
設
け
ず
、
供
物
を
な
ら
べ
た
り
も
し
な
い
。
日
が
西
に

傾
く
頃
、
皆
で
西
に
向
っ
て
躍
奔
す
る
。
イ
ス
ラ
ム
暦
第
九
月
は
ラ
マ
ダ
l
ン
(
断
食
月
〉
で
、
日
出
か
ら
日
渡
ま
で
食
事
を
し
な
い
。
祭
神
に

は
香
花
を
供
え
る
の
み
で
、
酒
菓
を
設
け
た
り
、
楕
需
を
焚
い
た
り
は
し
な
い
。

清
経
を
請
す
る
が
、
停
え
ら
れ
た
夷
一
音
を
ま
ね
る
だ
け
で
、

一
意
味
は
わ
か
ら
ず
、
ま
た
、

し
、
肉
食
す
る
が
豚
は
食
べ
な
い
。

わ
か
ろ
う
と
も
し
な
い
。土口
凶
の
際
に
は
い
ず
れ
も
清
経
を
諌
む
。
動
物
は
必
ず
自
分
で
殺
し
た
も
の
与
み
を
食

つ
ね
に
泳
浴
し
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
敢
え
て
神
明
に
交
す
る
こ
と
は
な
い
。
衣
服
は
木
棉
を
隼
重
し
、
絹

織
物
は
身
に
つ
け
ず
、
大
卒
明
潔
を
向
ぶ
の
で
あ
る
、
と
。

清
経
つ
ま
り
コ

l
ラ
ン
は
唱
え
る
だ
け
で
、
一
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
と
は
い
う
も
の
の
、
回
数
徒
の
習
俗
を
保
ち
つ
づ
け
て
来
た

の
は
間
違
い
な
い
。
丁
桁
夏
の
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
少
く
と
も
、
彼
の
幼
年
時
代
ま
で
は
以
上
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、，
次
第
に
様
子

が
繁
っ
て
来
た
ら
し
い
。
彼
は
寓
暦
年
聞
を
生
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、

襲
化
は
中
期
頃
に
は
じ
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

丁
街
夏
は
嘆
き
を
こ
め
て
記
し
て
い
る
。
|
|
死
者
を
埋
葬
す
る
時
に
は
、
遺
鐙
に
衣
を
重
ね
、
木
棺
を
用
い
、
葬
儀
も
日
数
を
へ
て
か
ら

行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
喪
服
に
は
航
と
木
棉
が
牢
々
と
な
り
、

祭
杷
に
は
位
牌
を
設
け
、

棺
は
深
い
穴
の
な
か
に
お
さ
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
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た
。
さ
ら
に
、
祭
配
に
あ
た
っ
て
は
供
物
を
な
ら
ベ
、
犠
牲
に
も
肥
っ
た
動
物
を
用
い
、

天
を
奔
す
る
こ
と
も
少
く
、
断
食
月
の
行
事
も
な
く

な
っ
た
。
動
物
を
殺
す
の
も
、
自
分
で
作
法
に
の
っ
と
っ
て
殺
す
必
要
は
な
く
な

っ
た
。
衣
服
に
は
絹
織
物
が
使
わ
れ
、
交
神
す
る
の
に
体
浴

も
せ
ず
、
祖
先
を
祭
る
の
に
酒
菓
を
設
け
、
楕
吊
を
焚
く
者
も
あ
ら
わ
れ
た
。
喪
服
に
航
を
用
い
木
棉
を
用
い
な
い
者
、
死
後
十
数
年
た

っ
て

か
ら
葬
式
を
行
う
者
、
吉
凶
の
際
に
道
士
や
僧
侶
を
よ
ぶ
者
、
豚
肉
を
食
べ
る
者
ま
で
あ
ら
わ
れ
る
に
い
た

っ
た
、
と
。

他
事
は
と
も
か
く
、
「
吉
凶
に
責
冠
浮
屠
を
用
い
る
者
有
り
、

食
す
る
に
豚
を
以

っ
て
す
る
者
有
り
」
と
あ
る
の
は
、
棄
数
あ
る
い
は
背
数

と
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
強
靭
な
宗
激
的
紐
帯
を
も
ち
、
背
数
者
に
巌
し
い
宗
数
共
同
盟
と
い
わ
れ
る
回
族
の
杜
舎
か
ら
、
こ

の
よ
う
な
人
聞
が
出
て
く
る
と
い
う
の
は
、

ほ
と
ん
ど
信
じ
ら
れ
な
い
事
柄
で
あ
る
。
豚
肉
を
食
す
る
艶
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
燕
支
蘇
氏
族

譜
」
に
お
さ
め
る
「
世
紀
誌
」
祭
口
問
奮
式
の
僚
に
、
韓
日
・
春
祭

・
秋
祭
の
供
物
と
し
て

「猪
肉
」
が
あ
げ
ら
れ
、
祭
品
新
式
の
僚
に
も
、
元



旦
の
祭
紀
の
あ
と
、
参
列
者
に
享
せ
ら
れ
る
碗
に
「
猪
肉
武
片
、
猪
肝
武
片
」
r

を
い
れ
る
と
記
し
て
い
る
。

清
稗
類
紗

・
飲
食
類
・
回
数
徒
之

飲
食
の
僚
に
い
う
と
お
り
、
内
地
に
住
む
回
数
徒
の
飲
食
品
の
う
ち
、
漢
族
と
異
な
る
の
は
、
た
だ
一
つ
、
豚
肉
と
そ
の
油
を
使
用
し
な
い
こ

と
に
あ
る
が
、
「
祭
把
誌
」
の
記
載
が
回
族
で
あ
る
の
を
カ
今
ラ
ー
ジ
ュ
す
る
た
め
の
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
す
ら
完
全
に
は
守
ら
れ

一
部
で
は
あ
ろ
う
が
、
す
で
に
明
末
以
降
に
生
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
の
、
も
う
一
つ
の
誼
譲
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ぬ
献
況
が
、

五

の
全
瞳
的
規
範
で
あ
り
、
吐
曾
秩
序
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

イ
ス
ラ
ム
は
宗
教
で
あ
る
と
同
時
に
政
治
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
車
な
る
個
人
の
精
神
生
活
に
限
定
さ
れ
る
信
仰
で
は
な
く
、
そ
れ
は
生
活

イ
ス
ラ
ム
的
生
活
規
範
と
枇
曾
秩
序
を
数
律
に
し
た
が

っ
て
巌
格
に
維
持
す
る
た
め

に
は
、
政
治
力
の
介
在
が
不
可
依
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が、

イ
ス
ラ
ム
主
権
園
家
の
領
域
外
に
住
む
数
徒
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
園
家
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の
主
権
の
下
に
、
そ
の
園
の
法
律
制
度
、
風
俗
習
慣
の
な
か
で
生
活
を
管
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
嘗
然
、
そ
こ
に
は
様
々
の
妥
協
が
生
ず
る
は
ず

で
あ
る
。
陳
江
丁
氏
の
よ
う
な
衣
冠
の
族
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
、
族
譜
を
も
ち
、
私
有
の
墓
地
と
租
墳
を
維
持
し
、
祭
配
を
つ
づ
け
る
者
が
い

た
の
は
、
そ
う
し
た
安
協
の
結
果
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

田
坂
輿
道
氏
に
よ
れ
ば
、
「
回
数
徒
は
明
一
代
を
つ
う
じ
て
、
政
治
上
甚
だ
し
い
匡
迫
を
加
え
ら
れ
た
事
責
は
な
い
。

ま
た
、

し
か
し
元
初

以
来
臨
醸
さ
れ
て
い
た
祉
倉
一
般
の
回
数
徒
へ
の
反
感
は
抜
き
難
い
も
の
と
な
り
、
中
葉
以
後
ま
す
ま
す
回
漢
封
立
の
溝
を
深
く
す
る
に
至
つ

(mg 

た
」
と
あ
る
よ
う
な
環
境
の
な
か
で
、
泉
州
の
回
数
徒
が
ど
の
よ
う
に
暮
し
て
来
た
か
。
そ
こ
に
は
、
棄
数
あ
る
い
は
背
数
と
認
め
て
差
支
え

な
い
行
痛
が
存
在
し
、
彼
ら
が
漢
族
の
な
か
で
暮
し
た
歳
月
の
重
み
を
質
感
さ
せ
る
と
同
時
に
、
彼
ら
を
取
り
ま
く
環
境
が
い
か
に
過
酷
で
あ

っ
た
か
、
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
三
箇
回
国
是
回
目
、
商
箇
固
回
是
回
回
、
一
箇
回
回
不
是
園
田
」
と
い
う
諺
が
何
時
頃
生
れ
た
か
不
明

で
あ
る
が
、
回
族
の
宗
教
的
紐
帯
が
弱
艦
化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
は
事
買
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
、
中
闘
が
多
民
族
園
家
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
が
、
少
数
民
族
と
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
あ
ま
り
関
心



(
川
内
〉

が
寄
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
回
族
に
つ
い
て
は
、
他
の
少
数
民
族
と
比
べ
る
と
、
や
や
事
情
は
異
る
け
れ
ど
も
、
充
分
で
あ
る
と
は
い
い
え
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
中
園
の
歴
史
書
が
は
や
く
か
ら
定
型
化
し
て
、
回
族
に
闘
す
る
記
事
な
ど
は
記
述
の
劉
象
と
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
、

一
方
、
回

(お
〉

族
の
な
か
に
も
文
名
を
馳
せ
た
者
が
少
く
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
も
ま
た
、
同
族
の
事
蹟
を
記
述
す
る
の
に
、

甚
だ
不
熱
心
で
あ
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っ
た
こ
と
、
な
ど
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
現
朕
に
お
い
て
、
『
資
料
選
編
』
は
誠
に
貴
重
な
書
物
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

在
外
研
究
の
牧
穫
の
一

つ
と
し
て
本
書
を
入
手
し

た
の
を
機
に
、
本
稿
は
起
稿
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
筆
者
の
イ
ス
ラ
ム
に
閲
す
る
知
識
は
皆
無
に
等
し
く
、
回
族
に

つ
い
て
の
研
究
の
蓄
積
を
、

自
ら
も
つ
わ
け
で
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
中
園
的
回
数
徒
祉
舎
成
立
史
の
一
側
面
に
言
及
し
え
た
か
と
も
考
え
る
が
、
反
面
、
記
述
は
屡
々

思
う
。

断
片
的
で
あ
り
、
特
殊
現
象
と
み
る
べ
き
も
の
を
強
調
し
す
ぎ
て
、
大
き
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
事
家
の
数
示
を
え
た
い
と

註
(

1

)

越
撲
初
民
に
よ
れ
ば
、
中
園
の
回
数
徒
は
一
千
寓
人
を
数
え
る
と
い

ぅ
。
(「
大
公
報
」
一
九
七
九
年
九
月
一

O
日〉

(
2
〉
田
坂
輿
道
『
中
園
に
お
け
る
回
数
の
傍
来
と
そ
の
弘
通
』
(
東
洋
文

庫
・
一
九
六
四
〉
上
巻
七
六
一
一
良
以
下
。

(
3
〉
陳
垣
「
回
回
数
入
中
園
史
時
」

(
東
方
雑
誌
二
五
省
一
晩
)、
金
土ロ堂

『
中
園
回
数
史
研
究
』
(
一
九
三
五
〉、
得
統
先

『
中
園
回
数
史
』

(
一
九
四

O
)、
桑
原
附
陶
磁
「
創
建
清
興
寺
碑
」
(
桑
原
附
裁
全
集
第
二
巻
・
岩
波
書

庖
・
一
九
六
人
〉
、
田
坂
・
前
掲
番
。

(
4
〉
回
族
の
族
、諮
を
銀
っ
た
論
文
は
、
中
国
土
ロ
信

「
中
園
ム
ス
リ
ム
と
宗

族
組
織
|
族
譜
を
中
心
と
し
て
見
た
る
|
」
〈
東
洋
間
学
報
三
八
巻
一
一
貌
〉
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が
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
中
田
氏
の
紹
介
し

た、

わ
が
園
所
臓
の
二
種
の
族
譜
|
「
米
氏
宗
譜
」
、
「
見
陵
沙
氏
重
斡
族

譜
」
は
、

そ
の
記
載
内
容
に
お
い
て
、
『資
料
選
編
』
所
牧
の
も
の
と
か

な
り
違
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

(
5
〉
宋
史
巻
四
八
三

・
陳
洪
準
停
、
高
暦
泉
州
府
士
山
巻

一
0
・
官
守
志
・

陳
洪
進
俸
。

(
6
〉
恰
之
亭
は也
市
只
亭
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
之
と
只
は
同
音
〈
Nr
c

で
あ
り
、

恰
只
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
宮
]
一
の
音
謬
で
、
墓
地
メ
ッ
カ
に
、
巡

躍
し
た
人
の
稽
掛
川
で
あ
る
。

(
7
〉
「
陳
壊
丁
姓
研
究
」
〈
海
交
史
研
究
一
九
七
八

・
創
刊
貌
)

(

8

)

「
重
建
丁
氏
宗
洞
碑
記
」
ハ
禽
暦
二
八
年

・
賀
鳳
朔
撰
〉
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(

9

)

陸
深
撰
「
陳
江
了
氏
世
家
紋
」
に
は
、
「
了
氏
之
有
譜
、
則
始
於
毅

驚
府
君
、
総
之
以
養
静
先
生
、
而
大
備
於
文
範
停
松
之
日
也
」
と
あ
る
。

〈
ω)
丁
街
夏
の
「
抜
譜
読
」
に
よ
る
と
、
了
朗
は
元
の
致
和
元
年
の
生
れ

で
、
丁
善
・
了
賓
の
兄
に
あ
た
る
が
、
康
出
で
あ
る
放
に
、
第
四
子
に
お

か
れ
た
ら
し
い
。

(
日
〉
「
明
清
進
士
題
名
碑
録
索
引
」
に
「
洪
武
三

O
年
春
、
妊
謙
才
、
一
踊

建
E
日
江
」
と
あ
る
。

ハ
ロ
)
同
右
書
に
「
正
統
一

O
年
、
延
敏
、
一
服
建
E

日
江
人
」
と
あ
る
。

(日
)
「
仁
庵
府
君
惇
」
を
書
い
た
丁
自
申
は
、
自
ら
を
仁
庵
府
君
了
善
の

六
世
孫
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ
に
一
代
を
加
え
る
必
要
が
生

ず
る
。

(凶
〉
関
書
品
位
入
六

・
英
窟闘志

・
了
自
申
停
、
高
暦
泉
州
府
士
山
容
二

0
・
人

物
士
山
・
了
自
申
停
。

〈
時
〉
「
一
ニ
陵
集
」
丁
自
申
撲
。
妊
潟
務
『
泉
州
地
方
士
山
論
集
』
(
泉
州
歴
史

研
究
禽
・
一
九
八
二
〉
に
は
、
泉
州
市
士
山
編
纂
の
資
料
の
一
つ
に
奉
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
未
見
。

(団
山
)
高
暦
泉
州
府
士
山
巻

一
五
・
人
物
志

・
丁
目
近
。

(げ
)
寓
暦
泉
州
府士
山巻

一
五
・
人
物
志

・
了
啓
溶
。

(
時
)
蔦
暦
泉
州
壁
雀
一
五
・
人
物
士
山
・
丁
儀
。

(ω〉
註
〈
7
〉
論
文
。

(却
)
た
と
え
ば
、
鄭
和
の
家
系
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
李
土
厚
『
郷
和
家
譜

考
穆
』
ハ
昆
明
・
一
九
三
六
〉
を
参
照
。

(幻
)
正
徳
一

O
年
に
丁
儀
が
書
い
た
「
譜
紋
」
に
「
功
叔
養
静
公
誇
鯵
、

生
卒
行
義
」
と
あ
る
。

(
n
v

お
そ
ら
く
、
了
陸
は
人
名
で
あ
ろ
う
が
、
「
争
財
之
訟
」
の
詳
細
は

不
明
。

(
お
)
後
述
の
、
徐
一
服
と
の
墓
地
を
め
ぐ
る
訴
訟
事
件
と
の
閥
係
か
ら
考
え

て
、
二
十
有
八
年
と
す
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う。

(
川
此
)
桑
原
隙
磁
『
蒲
欝
庚
の
事
蹟
』

〈
全
集
第
五
巻
)
六
回
頁
。
田
坂
奥

道
・
前
掲
書
上
容
四
一
四
頁
。

(お
)
前
嶋
信
次

コ
克
末
の
泉
州
と
回
数
徒
」
(
史
皐
ニ
七
巻
一
一
統
〉

(
お
〉
前
嶋
前
掲
論
文
に
よ
る
と
、
亦
恩
巴
笑
と
は
「
ベ
ル
シ
ャ
語
で
軍
隊

を
一
意
味
す
る
イ
ス
パ

l

ハ
ゲ
百
て
ま
た
は
兵
士
、
騎
士
な
ど
を
意
味
す

る

g
z
zと
関
係
あ
る
言
葉
」
だ
と
い
う
。
ま
た
「
彼
等
の
戦
法
は
騎

兵
を
主
と
し
、
万
牌
即
ち
剣
と
楯
と
弓
箭
と
で
あ
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
そ

の
さ
ま
は
丁
度
、
十
一
一
一
回
世
紀
こ
ろ
の
ベ
ル
シ
ャ
の
ミ
ニ
ャ
チ
ュ
l
ル
に

描
か
れ
た
騎
士
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
」
と
も
あ
る
。

(
幻
)
首
向
暦
泉
州
府
士
山巻

一
0
・
官
守
士
山
、
陳
骸
俸
。

(
叩

ω
〉
泉
州
の
清
浄
寺
は
、
中
園
に
現
存
す
る
最
古
の
イ
ス
ラ
ム
寺
院
の

一

つ
と
い
わ
れ
、
筆
者
が
中
園
で
訪
れ
た
、
唯
一
の
ア
ラ
ベ
ス
ク
様
式
の
清

浄
寺
で
あ
る
。
金
阿
塁
が
こ
の
寺
を
修
理
し
た
こ
と
は
、
関
書
巻
七
方
域

士
山
・
泉
州
府
の
僚
に
引
く
、
元
の
呉
監
の

「
清
浄
寺
記
」
に
も
み
え
る
。

(却
〉
藤
井
宏
「
明
代
盟
場
の
研
究
」
(
北
海
道
大
皐
文
血
中
部
紀
要

一
・一一一
〉

〈
却
)
田
坂
輿
道

「
明
代
に
お
け
る
外
来
系
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
改
姓
に
つ
い

て
」
(
史
皐
雑
誌
六
五
経
四
鋭
)

(
幻
〉
片
倉
も
と
こ
『
ア
ラ
ビ
ア
・ノ
l
ト

l
ア
ラ
ブ
の
原
像
を
求
め
て
|』

(
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
・

一
九
七
九
〉
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
数
徒
の
死
と
葬
儀

に
つ
い
て
の
報
告
が
あ
る
。
(
一

一
O
頁
以
下
)

(
犯
〉
片
倉
も
と
こ
・
前
掲
書
四
七
頁
に
「
宗
教
的
旋
と
し
て
、
彼
ら
の
生

活
の
中
で
生
き
て
い
る
の
は
、

H

慈
悲
深
く
、
慈
愛
あ
ま
ね
き
ア
ッ
ラ
l

- 75ー
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の
御
名
に
お
い
て
H

を
唱
え
、
頚
動
脈
を
切
っ
て
屠
殺
し
た
動
物
で
な
い

と
食
べ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
事
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
作
法
に
よ
る
動
物
の
屠
殺
が
行
わ
れ
て
い
る
の
を
、
筆
者
は
天
津
の
清

興
寺
で
見
た
こ
と
が
あ
る
。

(お
〉
国
家
輿
道

・
前
掲
書
下
巻
九

O
九
頁
。

〈川
叫
)
わ
が
園
に
お
け
る
回
数
研
究
に
つ
い
て
は
、
羽
田
明

「
わ
が
園
に
お

け
る
イ
ス
ラ
ム
研
究
l
中
圏
第
|」
(
西
南
ア
ジ
ア
研
究
第
三
放
)
、
片
岡

一
忠

「
日
本
に
お
け
る
中
園
イ
ス
ラ
l
ム
研
究
小
史
」
(
大
阪
数
育
大
皐

紀
要
第
二
部
門

・二
九
巻
一
競
)
を
参
照
。

(
お
)
陳
垣
「
元
西
域
人
筆
化
考
」
(
北
京
大
皐
園
皐
季
刊
一
巻
四
競
〉

〔追
記〕

陳
江
了
氏
に
み
る
と
お
り
、
回
族
の
な
か
か
ら
も
官
僚
と
な
る
者
が
あ
っ

た
。
彼
ら
が
官
界
生
活
を
つ
う
じ
て
、

信
仰
と
数
律
を
ど
の
よ
う
に
維
持
し

て
い
た
か
、
興
味
あ
る
問
題
で
は
あ
る
が
、
『
資
料
選
編
』
に
は
、
そ
れ
に

関
す
る
記
載
は
な
い
。
そ
れ
を
う
か
が
う
資
料
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
儒
林

外
史
に
は
二

つ
の
紋
埠
か
あ
る
。
そ
の
一
ハ

J

、
第
四
回
、

庚
東
宮
問
要
豚
の
湯

知
燃
を
張
師
陵
と
指
導
か
た
ず
ね
、
御
馳
走
に
な
る
く
だ
り
を
紹
介
し
て
お

こ
う
。
湯
知
豚
は
回
族
で
あ
る
。

「
大
祭
ご
無
漉
い
た
し
ま
し
た
。
私
ど
も
回
数
従
の
酒
席
に
は
召
し
あ
が

っ
て
い
た
だ
く
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
ん
な
つ
ま
ら
ぬ

料
理
で
す
が
、
腹
の
た
し
に
で
も
し
て
下
さ
い
。
私
ど
も
の
方
で
は
牛
や

羊
の
肉
一
ば
か
り
用
い
ま
す
が
、
あ
な
た
方
の
宗
数
で
は
、
こ
れ
は
召
し
あ

が
り
ま
す
ま
い
。
そ
れ
で
席
に
出
す
の
を
ひ
か
え
ま
し
た
。
」

湯
知
燃
は
豚
肉
を
食
べ
な
い
数
律
を
守
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
公
的
な

宴
席
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
黙
に
関
連
し
て
、
清
稗
類
紗
・
宗
教

類

・
回
数
徒
不
食
諸
肉一
の
僚
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

:
:
:
凡
以
回
籍
服
官
者
、

務
擢
至
三
品
、

即
須
出
数
、
以
例
得
蒙
賞
喫
肉

不
能
僻
也
。

こ
う
し
た
慣
行
が
何
時
頃
か
ら
生
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
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history. But this basically pessimistic attitude is then connected with his

theory of ｅtheｒ(9i気), the force of which heaven, earth, and the

myTiad beings are composed, and which is increasingly weakened as

time passes on. Yet this ether influences history as the irresistibleforce

of destiny that causes the arising of selfishmovements in some periods.

Separate from this transcendental power, ether's force of destiny (ｑiｓｈｕ

気敷), Zhu χi also acknowledges the force of necessity inherent in. the

course of history itself.This he calls the trend of events (ｓhiｓhi事勢)･

In Zhu χi'ｓunderstanding of history based on the four forces of ether,

trend (shi勢), principle Qli理), and man (ｒａ人), his detached view

of the reality of history can be recognized, as much as his enthusiasm

about its salvation.

ON THE MUSLIMS IN QUANZHOU 泉州

　　　

UNDER THE MING DYNASTY

Terada Takanobu

　　

This article is based on the main materials presented in “Ｓｅｌｅｃtｉｏｎｓ

Ｆｒｏｍ ＭｕｓｌｉｍＧｅｎｅａｌｏｇｉｅｓｏｆ　Ｑｕａｎｚhoｕ泉州回族譜牒資料選編”(ed. by

the Society for Historical Studies of Quanzhou 泉州歴史研究會, Aug･

1980). Such genealogies, because of their religious rules, were originally

extremely scarce, but from the Song and Yuan dynasties onward they

can be found in Quanzhou, which had a rather strong Muslim population.

　　

My material has been selected and organized on the basis of four

Muslim genealogies : those of Ding of Chen Jiang 陳江丁氏, Li of Rongshan

柴山李氏, Jin of Qingyuan清源金氏and Su of Yanzhi燕支蘇氏, but here

ｌ mainly concentrate on the information given in the Ding of Chenjiang

text. The various questions of the lineage, social life, beliefs etc. of

the family are discussed. After having passed through the turbulences

at the end of the Yuan period and establishing themselves firmly in

Quanzhou, these Muslims were gradually Sinicized and developed ａ

unique society of their own. Studying them. ａ part of Chinese Muslim

history is clarified｡
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